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1. 添付書類に係る補足説明資料 

「常用電源設備の説明書」に係る添付書類の記載内容を補足するための説明資料を以下に示す。 

工認添付書類 補足説明資料 

Ⅴ-1-9-2-1 

常用電源設備の健全性に関す

る説明書 補足-290-1 

常用電源設備の健全性に関する説明書に係

る補足説明資料（発電所構内における電気

系統の信頼性確保）（電線路の独立性及び物

理的分離）（発電用原子炉施設の電力供給確

保） 

補足-290-2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

補足-290-3 常用電源設備の改造，取替について 

補足-290-4 

常用電源設備の冷却能力等を踏まえた運転

制限等の評価による，設備の健全性を維持

するための電気出力上限について 

Ⅴ-1-9-2-2 

三相短絡容量計算書 
補足-290-5 

三相短絡容量計算書に係る補足説明資料

（275kV 超高圧開閉所遮断器の三相短絡電流

計算結果）（275kV 系統設備の既工認との比較
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1. 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡大防止について 

安全施設へ電力を供給する保安電源設備は，電線路，発電用原子炉施設において常時使用さ

れる発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停止することがないよう，発電

機，送電線，変圧器，母線等に保護継電器を設置し，機器の損壊，故障その他の異常を検知す

るとともに，異常を検知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装置等の

遮断器が動作することにより，その拡大を防止する設計とする。 

特に重要安全施設においては，多重性を有し，系統分離が可能である母線で構成し，信頼性

の高い機器を設置する。 

 

1.1.1 電力の供給が停止しない構成 

 送電線の回線数と開閉所の母線数は，供給信頼度の整合が図れた設計とし，275kV 送

電線は 2 回線，154kV 送電線は 1回線で構成し，275kV 母線は 1 母線，154kV 母線は 1 母

線で構成する。 

275kV 送電線は起動変圧器を介して，154kV 送電線は予備変圧器を介して発電用原子

炉施設へ給電する設計とする。発電機からの発生電力は，所内変圧器を介し発電用原子

炉施設へ給電する設計とする。さらに，非常用高圧母線を 3母線確保する設計とし，こ

れらは，電気系統の系統分離を考慮した設計とする。また，設備の多重化により，単一

故障時にも継続して電力を供給できる設計とする。 

電気系統を構成する送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線及び東京

電力パワーグリッド株式会社村松線・原子力 1 号線）については，電気学会電気規格調

査会にて定められた規格（ＪＥＣ）又は日本工業規格（ＪＩＳ）等で定められた適切な

仕様を選定することにより信頼性の高い設計とすることを確認している。また，電気系

統を構成する母線，変圧器，非常用所内電源設備，その他関連する機器については，電

気学会電気規格調査会にて定められた規格（ＪＥＣ）又は日本工業規格（ＪＩＳ）等で

定められた適切な仕様を選定することにより信頼性の高い設計とする。 

故障を検知した場合，非常用高圧母線の受電切替えは，自動で容易に切り替わる設計

とする。  
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図 1-1 非常用所内電源系の切替えについて 

 

1.1.2 電気設備の保護 

機器の故障又は発電所に接続している送電線の短絡や地絡，母線の低電圧や過電流等を

検知でき，検知した場合には，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装置等の遮

断器により故障箇所を隔離し，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。主な保護

について以下に示す。 

 

1.1.2.1 送電線保護装置 

 東海第二発電所と連系する東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所（以下「那

珂変電所」という。）の 275kV 送電線（東海原子力線）（以下「275kV 東海原子力線」

という。）2 ルートには，図 1-2 に示す保護装置を設置している。 

 この電線路に短絡又は地絡（以下「故障」という。）が発生した場合には，図 1-2

に示す保護装置が異常を検知し，遮断器にて故障箇所を隔離することにより，故障に

よる影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる構成として

いる。 

 また，図 1-2 に，275kV 東海原子力線（1 号線）に故障が発生した場合に，故障を

検出し，動作する遮断器及び送電線の停電範囲を示す。 
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図 1-2 送電線保護装置（275kV 東海原子力線 2回線） 

 

 また，東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所（以下「茨城変電所」という。）

に連系する 154kV 送電線（村松線・原子力 1 号線）（以下「154kV 村松線・原子力 1号

線」という。）1 ルートには，図 1-3 に示す保護装置を設置している。 

 この電線路に故障が発生した場合には，図 1-3 に示す保護装置が異常を検知し，遮

断器にて故障箇所を隔離することにより，故障による影響を局所化できるとともに，

他の安全機能への影響を限定できる構成としている。 

 図 1-3 に，154kV 村松線・原子力 1 号線に故障が発生した場合に，故障を検出し，

動作する遮断器及び送電線の停電範囲を示す。 
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図 1-3 送電線保護装置（154kV 村松線・原子力 1 号線 1 回線） 

 

1.1.2.2 275kV 母線保護装置 

 275kV 母線に事故（短絡，地絡）が発生した場合，275kV 母線に接続している遮断

器（O-3，O-4，O-13，O-83，O-84）が開放され，事故母線を隔離することで，故障箇

所を局所化できるとともに，他の安全施設への影響を限定できる構成とする。 

図 1-4 に 275kV 母線事故時に動作する遮断器及び停電範囲を示す。 

 

図 1-4 母線保護装置（275kV 母線事故時） 
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1.1.2.3 主要変圧器保護装置 

 主要変圧器で故障が発生した場合，遮断器（O-13，常用高圧母線受電遮断器）が

開放され，主要変圧器を隔離することで，故障箇所を局所化できるとともに，他の

安全施設への影響を限定できる構成としている。 

 図 1-5 に主要変圧器で故障が発生した場合に動作する遮断器及び停電範囲を示

す。 

 

図 1-5 主要変圧器保護装置 

 

1.1.2.4 その他設備に対する保護装置 

その他，ファンやポンプ等の補機については過電流保護継電器にて過電流を検知

した場合，補機を停止させる等，他の安全機能への影響を限定できる構成としている。 
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1.2 1 相開放故障に関する対応について 

1.2.1 変圧器 1 次側の 3相のうち 1相の開放が発生した場合 

1.2.1.1 発電所の電気系統について 

 東海第二発電所は，275kV 東海原子力線 1ルート 2 回線及び 154kV 村松線・原子

力 1 号線 1ルート 1回線で電力系統に連系する。 

 通常時，非常用高圧母線は，ガス絶縁開閉装置及び起動変圧器を介し，常用高圧

母線より受電しているが，ガス絶縁開閉装置及び予備変圧器を介した常用高圧母線

及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）から

の受電も可能である。 

 また，開閉設備にガス絶縁開閉装置を用いることにより，電路が露出しない構造

となっていることから，断線のおそれがない構造となっている。 

 図 1-6 に単線結線図，図 1-7 に各設備の外観について示す。 

 

図 1-6 単線結線図 
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（ガス絶縁開閉装置イメージ図） 

 

 

（275kV 超高圧開閉所 送電線引き込み部イメージ） 

 

 

（154kV 特別高圧開閉所 送電線引き込み部イメージ図） 

 

図 1-7 各設備の外観 
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 非常用高圧母線への給電は，起動変圧器から給電する系統（275kV 系統），予備変

圧器から給電する系統（154kV 系統）及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）がある。 

 154kV 系統は，275kV 系統の送電線が使用できない場合，あるいは起動変圧器の点

検又は故障時に非常用高圧母線が受電できるよう待機している。 

 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，

275kV 系統及び 154kV 系統の送電線が停止した場合，並びに起動変圧器，予備変圧

器が使用できない場合に非常用母線が受電できるよう待機している。 

 

〇 通常時（プラント停止中）における起動変圧器の主な負荷 

 通常時（プラント停止中），非常用高圧母線は起動変圧器から給電されている。非

常用高圧母線に接続された負荷のうち，通常時に使用している主な負荷を以下に示

す。 

 なお，プラントの状態により，これらの負荷の使用状況は異なるため，代表的な

例を示している。また，この状態において予備変圧器は，予備変圧器から給電され

ていないため，無負荷（待機状態）である。 
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起動変圧器の負荷（プラント停止中） 予備変圧器の負荷 

補機冷却系海水ポンプ 無負荷 

（起動変圧器のバックアップとして待機）残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプ 

 原子炉補機冷却系ポンプ 

タービン補機冷却系ポンプ 

蓄電池用充電器 他 

 

〇 起動変圧器の点検について 

 起動変圧器を点検（開放点検及び特性試験等）する場合，非常用高圧母線へは予

備変圧器から給電される。 

 特性試験は東海第二発電所の定期検査時に点検周期が１サイクルの頻度で実施

し，点検期間は 275kV 超高圧開閉所と合わせ 1 か月程度である。 

開放点検は，東海第二発電所の定期検査時に，過去の特性試験の結果により必要

に応じ実施する。至近の内部点検は，平成 3年に実施している。点検期間は約 1.5

か月程度である。 

  

1.2.1.2 1 相開放故障の検知と検知後の処置について 

 発電所運転中の 1相開放故障の検知について，原子炉の安全性の観点から非常用

高圧母線に起動変圧器あるいは予備変圧器から給電する場合の評価を実施すること

とし，評価の範囲は変圧器 1 次側を対象とする。 
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1.2.2 1 相開放故障への対応に関する基本方針について 

1 相開放故障の発生想定箇所（変圧器の一次側）において，米国バイロン 2 号炉の事象

のように変圧器一次側において 1 相開放故障が発生した場合に，所内電源系の 3相の各相

には，低電圧を検知する交流不足電圧継電器（27）が設置されていることから，交流不足

電圧継電器（27）の検知電圧がある程度（約 30 ％以上）低下すれば，当該の保護継電器

が動作し警報が発報することにより 1 相開放故障を含めた電源系の異常を検知することが

可能である。 

一方，変圧器負荷が非常に少ない場合や，変圧器にΔ結線の安定巻線を含む場合などに

おいては，所内電源系側の交流不足電圧継電器（27）の検知電圧が動作範囲まで低下せず，

1 相開放故障が検知できない可能性がある（3 相交流では，変圧器一次側における 1 相の

みが開放故障となっても変圧器鉄心に磁束の励磁が持続され，変圧器二次側（所内電源系

側）において 3相ともほぼ正常に電圧が維持されてしまう場合がある）。 

従って，外部電源系に 1相開放故障が生じた場合の検知の可否については，交流不足電

圧継電器（27）が作動することにより検知できる場合があるものの，発生時の負荷の状態

等によっては検知できない可能性がある。 

このため，変圧器一次側において 3相のうちの 1相の電路の開放が生じた場合に検知で

きるよう，変圧器一次側の電路は，架線部を除き，電路を筐体に内包する変圧器やガス絶

縁装置等により構成し，3 相のうちの 1 相の電路の開放が生じた場合に保護継電器にて自

動検知できる設計とする。架線部については，巡視点検により電路の開放を検知できる設

計とする。 

異常を検知した場合は自動又は手動で故障箇所の隔離及び非常用母線の受電切替ができ

る設計とし，電力の供給の安定性を回復できる設計とする。 

 

1.2.3 米国バイロン 2号炉の事象の概要と問題点 

1.2.3.1 事象の概要 

2012 年 1月 30 日，米国バイロン 2 号炉において定格出力運転中，以下の事象が発

生した。 

① 起動用変圧器の故障（架線の碍子の破損）により，3 相交流電源の 1 相が開放故障

した状態が発生した。米国バイロン 2 号炉の 1 相開放故障の概要を，図 1-8 に示す。 

② このため，起動用変圧器から受電していた常用母線の電圧の低下により，一次冷却

材ポンプがトリップし，原子炉がトリップした。 

③ トリップ後の所内切替により，非常用母線の接続が起動用変圧器側に切り替わった。 

④ 非常用母線の電圧を監視している保護継電器のうち，1 相分の保護継電器しか動作

しなかったため，非常用母線の外部電源への接続が維持され，非常用母線各相の電圧

が不平衡となった。 

⑤ 原子炉トリップ後に起動した安全系補機類が，非常用母線の電圧不平衡のために過

電流によりトリップした。 

⑥ 運転員が 1相開放故障状態に気付き，外部電源の遮断器を手動で動作させることに

より，外部電源系から非常用母線が開放され，非常用ディーゼル発電機が自動起動し，
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電源を回復した。1相開放故障の概要を図 1-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 米国バイロン 2号炉の 1 相開放故障の概要 

 

1.2.3.2 問題点 

当該事象に対し，「変圧器一次側の 3相のうち 1 相開放故障が発生した状態が検知

されることなく，非常用母線への給電が維持された。」ことが問題点である。 

 

1.2.4 1 相開放故障の具体的な検知と検知後の処置について 

外部電源に接続している変圧器一次側の接続部位で，275kV 送電線側及び 154kV 送電線

側については，接地された筐体内等に配線された構造箇所を有している。 

筐体内等の導体においては，断線による 1 相開放故障が発生したとしても，接地された

筐体等を通じ完全地絡となることで，電流差動継電器（87）等による検知が可能である。 

電流差動継電器（87）等が動作することにより，1 相開放故障が発生した部位が自動で

隔離されるとともに，非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

が自動起動し非常用高圧母線に給電される。したがって，変圧器一次側の 3 相のうち 1相

開放故障が発生した状態が検知されることなく，１相開放故障が発生した変圧器を経由し

た非常用母線への給電が維持されることはない。 

気中に露出した架線接続部を有しているのは，275kV 送電線の引込部及び 154kV 送電線

の引込部が該当する。当該部位については，毎日実施する「巡視点検」にて電路の健全性

を確認することにより，1 相開放故障を目視にて検知することが可能である。具体的な巡

視点検の内容は表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 巡視確認項目 

巡視機器 巡視確認項目 点検頻度 

275kV 

超高圧 

開閉所 

1. 外観上から判断できる範囲での損傷，漏洩，異常

な振動等，不具合の有無 

2. 異音，異臭の有無 

3. 火災発生の有無 

1 回／日 
154kV 

特別高圧 

開閉所 
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目視にて検知したのちは，健全な送電線側への受電切替を実施する。また，点検等によ

り健全な送電線への受電切替が実施できない場合は，給電中の１相開放故障が発生した送

電線を手動にて切り離すことにより，非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機が自動起動し非常用高圧母線に給電される。したがって，変圧器一次側の

3 相のうち 1 相開放故障が発生した状態が検知されることなく，１相開放故障が発生した

変圧器を経由した非常用母線への給電が維持されることはない。 

なお，東海第二発電所では毎日実施する巡視点検時に確認すべき項目として，巡視点検

手順書にて定めており，1 相開放故障の認知が可能である。 

1 開放故障の発生実績は海外も含めた原子力発電所で過去１件であり，また１相開放故

障による安全機能への影響が問題となるのは異常な過渡変化時，設計基準事故時等である

ため，これらの事象の重畳は極めて稀頻度である。このため，１回／１日の巡視点検によ

り十分なリスク低減が可能である。 

変圧器の一次側において，米国バイロン 2 号炉の事象のように 1相開放故障が発生した

場合，275kV 送電線，154kV 送電線接続箇所以外については，米国バイロン 2 号炉同様の気

中に露出した接続ではなく，接地された筐体内等に導体が収納された構造である。このよ

うな構造の場合，導体の断線による 1 相開放故障が発生したとしても，接地された筐体等

を通じ，完全地絡となることで，電流差動継電器（87）による検知が可能である。 

接地された筐体内等に導体が収納された構造の例を，図 1-9 に示す。 

また，完全地絡による電流差動継電器（87）による検知部位を，図 1-10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-9 接地された筐体内等に導体が収納された構造の例（ガス絶縁開閉装置） 
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図 1-10 完全地絡による電流差動継電器（87）による検知部位 
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1.2.4.1 1 相開放故障発生箇所の識別とその対応操作について 

1 相開放故障発生箇所の識別とその対応操作について，6.9kV 2C，6.9kV 高圧炉心

スプレイ系を例に単線結線図にて説明する。 

 

1.2.4.1.1 275kV 送電線で発生する 1 相開放故障（目視による確認） 

(1) 1 相開放故障直前の状態 

275kV 東海原子力線から 275kV 超高圧開閉所，起動変圧器，6.9kV 常用母線（6.9kV 

2A-1,2A-2）を経由し，非常用高圧母線を受電している状態を想定する。（図 1-11） 

 

 

図 1-11 1 相開放故障直前の状態 
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(2) 1 相開放直後の状態 

275kV 東海原子力線の 1回線で 1 相開放故障が発生すると，故障部位を目視で確

認できる。このことから運転員は，275kV 東海原子力線の 1回線にて 1 相開放故障

が発生したことを検知可能である。（図 1-12） 

 

 

図 1-12 1 相開放故障直後の状態 
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(3) 故障箇所を隔離した状態 

運転員の操作により，275kV 東海原子力線 1回線を外部電源系から隔離すると，残

り 1 回線で電源供給を行う。（図 1-13） 

 

 

図 1-13 故障箇所を隔離した状態 
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1.2.4.1.2 予備変圧器一次側で発生する 1 相開放故障（目視にて検知） 

(1) 1 相開放故障直前の状態 

275kV 東海原子力線から 275kV 超高圧開閉所，起動変圧器，6.9kV 常用母線(6.9kV 

2A-1,2A-2)を経由し，非常用高圧母線を受電している状態を想定する。（図 1-14） 

 

図 1-14 1 相開放故障直前の状態 
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(2) 1 相開放故障直後の状態 

予備変圧器の一次側で 1相開放故障が発生すると，故障部位を目視で確認でき

る。このことから運転員は，予備変圧器一次側にて 1 相開放故障が発生したことを

検知可能である。（図 1-15） 

 

図 1-15 1 相開放故障直後の状態 
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(3) 故障箇所を隔離した状態 

運転員の手動操作により，予備変圧器を外部電源から隔離すると 275kV 東海原子

力線 2回線で電源供給を行う。（図 1-16） 

 

図 1-16 故障箇所を隔離した状態 
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1.2.4.1.3 予備変圧器一次側で発生する１相開放故障（交流不足電圧継電器（27）にて検

知） 

(1) 1 相開放故障直前の状態 

154kV 村松線・原子力１号線から予備変圧器，6.9kV 高圧母線 2Eを経由し，非常

用高圧母線を受電している状態を想定する。（図 1-17） 

 

図 1-17 1 相開放故障直前の状態 
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(2) 1 相開放故障直後の状態 

予備変圧器の一次側で 1相開放故障が発生すると，予備変圧器から受電していた

複数の母線の交流不足電圧継電器（27）が動作する。このことから運転員は予備電

源変圧器にて 1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。（図 1-

18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-18 1 相開放故障直後の状態 

  

非常用高圧母線の 

交流不足電圧継電器(27) 

が動作 
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(3) 非常用高圧母線を隔離した状態 

交流不足電圧継電器（27）の自動操作により，非常用高圧母線を外部電源から隔

離すると，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む）が自動起動し，負荷に電源を供給する。（図 1-19） 

 

 

図 1-19 非常用高圧母線を隔離した状態 
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1.2.5 その他事項の説明 

その他，変圧器一次側での開放故障に関する事項の補足説明は以下の通り。 

 



 
 

 

1
-
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〇 送電線引き込み部での故障の検知方法について 

 ・275kV 東海原子力線の場合 

プラント

状態 

非常用高圧母線 

への供給 

275kV 系統 1 相開放故障の検知 

評価 東海原子力線

１Ｌ 

東海原子力線

２Ｌ 

電流不平衡を 

送電線保護装置 

にて検知 

巡視点検により 

目視にて検知 

停止中 

起動変圧器 ○ ○ ×＊ ○ △ 巡視点検にて検知可能 

起動変圧器 停止中 ○ ×＊ ○ △ 巡視点検にて検知可能 

起動変圧器 ○ 停止中 ×＊ ○ △ 巡視点検にて検知可能 

注記 ＊：負荷が少ないため，保護装置にて検出することが困難 

 

 ・154kV 原子力 1号線の場合 

プラント

状態 

非常用高圧母線 

への供給 

275kV 系統 1 相開放故障の検知 

評価 
原子力１号線 

不足電圧継電器

にて検知 

巡視点検により 

目視にて検知＊ 

停止中 予備変圧器 ○ ○ ○ ○ 自動検知可能 

注記 ＊：交流不足電圧継電器（27）にて自動検知できるが，兆候を早期に発見できる可能性を高めている。 
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〇 送電線保護装置による検知 

  275kV 送電線は，電力送電時，以下の手法にて開放故障を検知することができる。 

  送電線後保護装置の機能のうち，送電線の健全性を自己監視する機能があり，その中に 3相平

衡監視機能を有している。 

  通常時は，CT～入力変換器間の断線検出を主な目的としているが，本機能により，系統側の 1

相断線を検知できる。 

 

   Ｉmax－4×Ｉmin ≧ ＣＴ2次側定格×10％ 

 

     Ｒ相断線時：Ｉmax＝１相分の潮流（健全相 Ｓ相，Ｔ相） 

           Ｉmin＝Ｒ相電流＝０Ａ 

           ＣＴ2次側定格＝１Ａ 

  

   式に代入する 

    Ｉmax≧0.1Ａ 

 

 この場合，故障として検出することが可能となる。 

 

                       1L Ｒ相断線発生 

                      （地絡，短絡なし） 

      275kV 東海原子力線 1L 

 

 

 

      275kV 東海原子力線 2L 

 

 

 

那珂変電所 275kV 母線                      東海第二発電所 275kV 母線 

 

 

 

 

図 1-20 送電線保護装置(275kV)による検知 

 

  

PCM 

1L R 相 

1L S 相 

1L T 相 

 

2L R 相 

2L S 相 

2L T 相 

PCM：Pulse Coded Modulation 

送電線保護装置の一部であり，検出した 

電流信号をパルスに変換して，伝送，演算する。 
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〇 巡視点検による検知 

 送電線引込部は，外部電源をガス絶縁開閉装置へ引き込むため，送電線を碍子により固定して

いる（図 1-21 参照）。導体は気中に露出しており，米国バイロン 2 号炉の事象と類似した箇所で

あるため，運転員により毎日実施する巡視により，仮に碍子の破損等が発生した場合において

も，1相開放故障を早期に検知することが可能である。 

 なお，送電線については，適宜車両等による巡視を実施していることを確認している。 

 

 

275kV 送電線引込部（イメージ） 

 

 

154kV 送電線引込部（イメージ） 

 

図 1-21 送電線引込部の外観 
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〇 各設備での故障の検知方法について 

 東海第二発電所における電気系統のうち，1 相開放故障発生のおそれがある設備について，検

知の方法は以下のとおり。 

設備 検知方法 

Ｇ
Ｉ
Ｓ 

ブッシング破損 ブッシングは，磁器碍管に導体等が収納された構造となって

おり，ブッシング内導体の破損については，磁器碍管の破損が

ない限り考えにくい。 

仮に，磁器碍管の破損による故障が発生した場合，導体と筐

体間で地絡が発生する。その場合，地絡過電流継電器（51G）あ

るいは電流差動継電器（87）が設置されており，検知が可能で

ある。 

 

導体部の断線 絶縁スペーサで GIS 内の導体を支持する構造となっており，

絶縁スペーサは，機械的強度が高く壊れる可能性が小さいと考

えられることから，導体の脱落が生じにくい構造となってい

る。したがって，GIS 内部での 1 相開放故障は発生しにくい構造

である。 

仮に絶縁スペーサが破損した場合，導体と筐体間で地絡が発

生する。その場合，地絡過電流継電器（51G）あるいは電流差動

継電器（87）が設置されており，検知が可能である。 

 

遮断器の故障 遮断器により 1相開放故障が発生する要因として，各相個別

に開放及び投入が可能な遮断器の投入動作不良による欠相が考

えられる。しかし，投入動作不良による欠相が発生した場合に

おいては，欠相継電器（47）を設置しており，検知可能が可能

である。 

 

断路器の故障 断路器投入時は遮断器開放状態であり，投入操作時は現場に

運転員がいるため，投入状態の確認が可能であることから，投

入動作不良による欠相の検知は可能である。 

なお，断路器通電状態の場合は，開放及び投入不可のインタ

ーロックが構成されており，操作不可である。 
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設備 検知方法 

変
圧
器 

導体部の断線 変圧器は接地された筐体内に導体が収納されており，絶縁油

により絶縁が確保されている。導体は，タンク内ブッシングを

介し，変圧器巻線へと連結した構造である。 

変圧器は，十分強度を持った筐体内にあるため，断線が発生

する可能性は低い。 

仮に，変圧器の筐体内で断線が発生した場合，アークの発生

により衝撃油圧継電器による機械的保護継電器が動作すること

により検知に至る場合や，地絡が生じることによって地絡過電

流継電器（51G）あるいは電流差動継電器（87）により検知が可

能である。 

 

Ｏ
Ｆ
ケ
ー
ブ
ル 

導体部の断線 OF ケーブルは絶縁体と接地されたシースに導体が内包されて

おり，導体の断線が起きにくい構造となっている。仮に，断線

が発生した場合でも，アークの発生により接地されたシースを

通じ地絡が発生し，地絡過電流継電器（51G）あるいは電流差動

継電器（87）が動作し，異常を検知することが可能である。 

 

Ｃ
Ｖ
ケ
ー
ブ
ル 

導体部の断線 CV ケーブルは絶縁体と接地されたシースに導体が内包されて

おり，導体の断線が起きにくい構造となっている。仮に，断線

が発生した場合でも，アークの発生により接地されたシースを

通じ地絡が発生し，地絡過電流継電器（51G）あるいは電流差動

継電器（87）が動作し，異常を検知することが可能である。 

 

相
分
離
母
線 

導体部の故障 相分離母線は鋼製の筐体内に敷設されており，導体の断線が

起きにくい構造となっている。仮に，断線が発生した場合で

も，導体と筐体間で地絡が発生し，地絡過電流継電器（51G）あ

るいは電流差動継電器（87）が動作し，異常を検知することが

可能である。 
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〇 各設備における故障検出について（図 1-22 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-22 各設備における故障検出について

一相開放 送電線側ブッシング 
断線 

導体部 断線 

遮断器 
三相投入不揃い 

断路器 
三相投入不揃い 

磁器碍管の破損 

導体を支持している
絶縁スペーサの破壊 

遮断器開閉の際，
一相のみ開状態 

断路器開閉の際，
一相のみ開状態 

アーク発生 

欠相継電器 
動作 

操作時，現場に人員
配置し，確認を実施 

地絡 地絡継電器動作
⇒警報により検知 

欠相継電器動作
⇒警報により検知 

＜GIS＞ 
要因 状況 検知方法

一相開放 

導体部 断線 

導体接続部 断線 
（コイル－リード線

接続部） 

導体破損 アーク発生 

地絡 地絡継電器動作
⇒警報により検知 

衝撃油圧継電器動作
 ⇒警報により検知 

＜変圧器＞ 

内部圧力上昇 

現場人員より投入成功有無確認 

ブッシング 断線 



 
 

1-30 

〇 GIS の故障検知について 

GIS は，接地されたタンク内に導体が収納されており，絶縁性の高い SF6ガスにより絶縁が確保

されている。 

SF6ガスは機中絶縁に比べ高い絶縁性能を有しているため，導体とタンク間の距離を縮小化す 

ることが可能である。 

GIS は母線，ブッシング，遮断器，断路器等の機器から構成されている。 

ブッシングは，磁器碍管に導体等が収納された構造となっており，ブッシング内導体の破損に

ついては，磁器碍管の破損がない限り考えにくい。ブッシングの外観及び内部構造部の例を，図

1-23 に示す。仮に，磁器碍管の破損による故障が発生した場合，導体と筐体間で地絡が発生する。

その場合，電流差動継電器（87）が設置されており，検知が可能である。 

GIS は，絶縁スペーサで GIS 内の導体を支持する構造となっており，絶縁スペーサは，機械

的強度が高く壊れる可能性が小さいと考えられることから，導体の脱落が生じにくい構造とな

っている。したがって，GIS 内部での 1 相開放故障は発生しにくい構造である。仮に絶縁スペ

ーサが破損した場合，導体と筐体間で地絡が発生する。その場合，電流差動継電器（87）が設

置されており，検知が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-23 ブッシングの外観及び内部構造部のイメージ図 
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〇 GIS の故障検知について（内部構造）（図 1-24 参照） 

 

 

図 1-24 GIS の故障検知について（内部構造イメージ図） 

  

絶縁スペーサ 
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〇 GIS の故障検知について（遮断器の投入動作不良による欠相の検知） 

遮断器により 1相開放故障が発生する要因として，各相個別に開放及び投入が可能な遮断器の

投入動作不良による欠相が考えられる。しかし，投入動作不良による欠相が発生した場合におい

ては，欠相継電器（47）を設置しており，検知が可能である。 

欠相が生じた場合，欠相保護継電器が動作し，遮断器は 3 相開放されるため，欠相状態は解除

され，また警報により，1 相開放故障の検知が可能である。 

遮断器投入不良による 1相開放故障検知のインターロックを，図 1-25 に示す。 

 

 
図 1-25 遮断器投入不良による 1 相開放故障検知のインターロック 
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〇 GIS の故障検知について（断路器の開閉状態確認） 

断路器投入時は遮断器開放状態であり，投入操作時は現場に運転員がいるため，投入状態の確

認が可能であることから，投入動作不良による欠相の検知は可能である。 

なお，断路器通電状態の場合は，開放及び投入不可のインターロックが構成されており，操作

不可である。 

図 1-26 に断路器の外観を示す。 

 

 
図 1-26 断路器の外観（開閉状態確認イメージ） 
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〇 変圧器の故障検知について 

変圧器は接地された筐体内に導体が収納されており，絶縁油により絶縁が確保されている。導

体は，タンク内ブッシングを介し，変圧器巻線へと連結した構造である。 

変圧器は，十分強度を持った筐体内にあるため，断線が発生する可能性は低い。 

仮に，変圧器の筐体内で断線が発生した場合，アークの発生により衝撃油圧継電器による機械

的保護継電器が動作することにより検知に至る場合や，地絡が生じることによって検知が可能で

ある。変圧器の構造を図 1-27 に示す。 

 

図 1-27 変圧器構造概要（イメージ） 
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〇 変圧器の故障検知について（断線の発生しない構造） 

変圧器巻線については図 1-28 のとおり複数の導体により構成されており，断線が発生し，1 相

開放故障が発生する可能性は低い。 

 

 

 

図 1-28 変圧器巻線概要 

 

 

  ブッシングと巻線の接続箇所は，図 1-29 の通りボルトで接続し，且つテーピングを施している 

ため，接続が外れて断線する可能性は低い。仮に，１相開放状態となることを想定し，導体が脱 

落した場合，導体と変圧器筐体の絶縁離隔距離が保てなくなるため地絡が発生し，検知が可能で 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-29 ブッシングとリード線の接続箇所 
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〇 非常用高圧母線の受電切替 

【非常用高圧母線への給電元を起動変圧器から予備変圧器へ切り替える場合（図 1-30 参照）】 

 ・運転操作の例（概要） 

   起動変圧器から予備変圧器への切り替え操作を実施する際は，非常用高圧母線への給電 

  を一時的に起動変圧器及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電 

機を含む）の両方から実施し，その後，起動変圧器からの給電を停止する。非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）からの給電に切り替わった後，

予備変圧器からの遮断器を投入することにより，一時的に非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）及び予備変圧器の両方からの給電とし，その後，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）からの給電を停

止する。 

  （手順） 

① 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）を起動す

る。 

② 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）の受電遮

断器を投入する。 

③ 起動変圧器の受電遮断器を開放する。 

④ 予備変圧器の受電遮断器を投入する。 

⑤ 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）の受電遮

断器を開放する。        

 

図 1-30 起動変圧器から予備変圧器への切り替え(2C 非常用高圧母線の例) 
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【非常用高圧母線への給電元を予備変圧器からディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む）へ切り替える場合（図 1-31 参照）】 

   ・運転操作の例（概要） 

     予備変圧器からディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）への

切り替え操作を実施する際は，非常用高圧母線への給電を一時的に予備変圧器及び非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）の両方から実施し，そ

の後，予備変圧器からの給電を停止する。 

   （手順） 

① 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）を起動す

る。 

② 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）の受電遮

断器を投入する。 

③ 予備変圧器の受電遮断器を開放する。 

 

 

 

図 1-31 予備変圧器から非常用ディーゼル発電機への切り替え（2C非常用高圧母線の例） 
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図 1-33 所内電源自動切替タイムチャート

起動 

停止 

入 

母線電圧低信号＊１ 

ﾀｲﾗｲﾝ 
遮断器 

(CB-606A) 

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 
発電機 

(不足電圧継電器(27)動作) 

0            0.5           1.0            1.5                                          ディーゼル発電機起動から 
10 秒以内 

経過時間（秒）

ON 

切 

OFF 

母線電圧低信号＊２ 

(非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 

遮断器投入条件用) 

ON 

OFF 

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 
発電機電圧確立＊３ 

ON 

OFF 

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 
発電機遮断器 

入 

切 

注記 ＊1：４８００Ｖ（約７０ ％電圧）で動作 

   ＊2：１８００Ｖ（約２６ ％電圧）で動作 

   ＊3：６０００Ｖ（約８７ ％電圧）で動作 
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〇 保護継電器にて検知できない事象（不感帯）について 

発電所には，非常用高圧母線の電圧を監視する不足電圧継電器(27)あるいは補機の電流を監視

する過電流継電器(51)及び回転機温度継電器(49)等の保護継電器が設置されている。仮に，1相

開放故障が発生した場合は，母線電圧の低下や補機が過電流となる事象が考えられるため，これ

らの継電器においても，１相開放故障の兆候を検知することは可能である。 

  しかし，プラントの負荷状態や変圧器の巻線構成等により必ずしもこれらの継電器の動作値ま

でパラメータが変化するとは限らない場合が考えられる。 

  そこで，1相開放故障を検知するための手段として送電線引き込み部の巡視点検を実施する。 

  以下に，不足電圧継電器(27)，過電流継電器(51)及び回転機温度継電器(49)による検知につい

て，検知できない事象とあわせ記載する。 

 

主な保護継電器 概 要 

不足電圧継電器(27) 1 相開放故障の影響により所内母線の検知電圧が 3 割程度

低下した場合，不足電圧継電器が作動し，警報が発報すること

により，1相開放故障を検知することが可能である。 

過電流継電器(51)  1 相開放故障の影響により所内母線電圧の不平衝が発生し

た場合において過電流トリップした場合，警報が発報される

ことにより，原因調査結果から，1 相開放故障を検知すること

が可能である。 

回転機温度継電器(49) 1 相開放故障の影響により所内母線電圧に不平衝が発生し

た場合，それに伴う電流値が設定値を超えた場合，警報が発報

されることにより，原因調査結果から，1相開放故障を検知す

ることが可能である。 

 

ただし，以下のように保護継電器の設定値まで値が変動しない場合，検知できない場合がある。 

 

・不足電圧継電器（27）にて検知できない事象 

  不足電圧継電器は，所内母線に設置しており，母線電圧が低下した場合に動作する。これら

の設定値は，電圧変動による誤動作が起きないよう，大型電動機の起動時の電圧低下や送電系

統の電圧変動などを見込んだ上で設定値を定めており，非常用高圧母線は約 69.0 ％に設定さ

れている。仮に，1 相開放故障が発生した場合に，これらの設定値を下回る電圧変動が発生す

れば検知可能であるが，安定巻線Δを含む Y－Y結線では，安定巻線Δの影響により，電圧がほ

ぼ低下しない状態となり，不足電圧継電器の動作値まで到達しない可能性があり，その場合不

足電圧継電器にて検知できない。 

 

・過電流継電器（51），回転機温度継電器（49）にて検知できない事象 

   電流については，安定巻線の作用により，電源側電流のうち零相電流のみが安定巻線に流れ，

正相及び逆相電流が所内側に流れる。電流の大きさ及び位相については，所内側電圧がほぼ正
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常を保っており，電動機の正常運転を維持することから，全相が 1 相開放故障前と等しい電力

を消費するように，3 相電流が流れようとすることが考えられる。 

   しかし，この電流値が，過電流継電器の設定値に到達しない場合は，過電流継電器による検

知はできない。これらの設定値は，電動機毎の定格電流の約 200 ％～約 275 ％を目安として

動作となるよう設定している。また，回転機温度継電器により，定格電流の約 105 ％～約 110 ％

を目安として動作となるよう設定している。 

 

 また，東海第二発電所と類似した巻線構成において，INSS（原子力安全システム研究所）及び EPRI

（米国電力研究所）にて実施された解析結果も以下の通り安定巻線Δを含む場合，電流，電圧がほ

とんど変化しない結果が報告されている。 

 

パラメータ INSS EPRI 

無負荷 低圧側 電圧 ほとんど変化なし 変化なし 

電流 ― 解析なし 

負荷有 低圧側 電圧 ほとんど変化なし 0～20 ％ほど降下 

電流 ほとんど変化なし 解析なし 

 

図 1-34 に保護継電器設置箇所を示す。 

  

 

 

図 1-34 保護継電器設置箇所 
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2. 電線路の独立性及び物理的分離

2.1 独立性が確保された電線路からの受電 

2.1.1 東海第二発電所への電線路の独立性 

 図 2-1 に示すとおり，東海第二発電所の外部電源は，送受電可能な回線として，275kV 送

電線（東海原子力線）1 ルート 2 回線及び受電専用の回線として 154kV 送電線（村松線・

原子力 1 号線）1 ルート 1 回線の合計 2ルート 3回線で電力系統に接続する。 

 275kV 送電線は，約 17 km 離れた東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所（以下「那

珂変電所」という。）に連系する。また，154kV 送電線 1回線は，約 9 km 離れた東京電力

パワーグリッド株式会社茨城変電所（以下「茨城変電所」という。）に連系する。 

 これらの変電所は，各々，上流側の接続先において異なる変電所に連系し，1 つの変電

所が停止することによって，当該原子力施設に接続された送電線がすべて停止する事態に

至らない設計とする。 

図 2-1 東海第二発電所周辺の主な電力系統 
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2.1.2 那珂変電所又は茨城変電所全停電時の供給系統 

 万一，那珂変電所が全停電した場合においても，図 2-2 に示すとおり，東京電力パワー

グリッド株式会社西水戸変電所（以下「西水戸変電所」という。）を経由して茨城変電所か

ら東海第二発電所に電力供給が可能である。 

 万一，茨城変電所が全停電した場合においても，図 2-2 に示すとおり，那珂変電所から

東海第二発電所に電力供給が可能である。 

（茨城変電所全停電時の供給系統） 

図 2-2 上流接続先全停電時の供給系統 
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2.1.3 電力供給の運用面等の評価 

那珂変電所又は茨城変電所が全停電した場合の東海第二発電所への電力供給について，

東京電力パワーグリッド株式会社の評価結果等を基に，設備面及び運用面から評価した結

果，東海第二発電所への外部電源の供給は確実に行われると評価した。評価の詳細につい

ては以下に示す。 

那珂変電所又は茨城変電所が全停電した場合には変電所や送電線の所有者である東京電

力パワーグリッド株式会社が確実に東海第二発電所へ電力供給が行えるか，また，電力供

給後に東海第二発電所が確実に受電できるか，受電時の東京電力パワーグリッド株式会社

及び東海第二発電所の連携の確実性も含めて，設備面及び運用面で評価を行った。 

(1) 設備面の検討

a. 那珂変電所が全停電した場合

那珂変電所が全停電した場合，図 2-3 の様に

新筑波変電所から石岡変電所－西水戸変電所－茨城変電所を経由して東海

第二発電所が受電することになる。 

図 2-3 那珂変電所全停電時の東海第二発電所の外部電源受電経路 
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(a) 東京電力パワーグリッド株式会社は，東海第二発電所が新筑波変電所から受電する

際に投入する当該遮断器 について以下を確認している。 

 

・通常時に当該遮断器を投入した場合，連系する変電所が増えることから，系統事故発

生時に事故電流が増大する。この場合，系統内で使用される各遮断器の電流遮断能力

（遮断器耐量）を事故電流が超過する場合があり，事故の遮断が出来ずに広範囲の需

要家に影響を及ぼす可能性がある。 

・那珂変電所全停時に当該遮断器を投入した場合，全停している那珂変電所は連系され

ていないため，系統事故が発生しても那珂変電所からの事故電流の流入がない。その

ため，系統内で使用されるすべての遮断器について，電流遮断能力（遮断器耐量）を

事故電流が超過することはない。 

 

当社は，送電系統の構成を確認し，当該遮断器の運用に問題ないことを確認した。 
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図 2-4 
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図 2-5 
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図 2-6 
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・石岡変電所－西水戸変電所－茨城変電所間では，潮流の流れが通常と逆になるが，東

京電力パワーグリッド株式会社は，同区間の保護装置の設置状況から潮流が逆向き

となった場合でも，保護装置で送電設備の保護が可能であることを確認している。当

社も同区間の保護装置の設置状況から，東京電力パワーグリッド株式会社の確認結

果に問題ないことを確認した。 

・東京電力パワーグリッド株式会社は，那珂変電所全停時に，新筑波変電所から東海第

二発電所に送電した場合に，東海第二発電所に到達する電圧が許容範囲内であるこ

とをシミュレーションで確認している。当社も本シミュレーション結果を確認し，到

達電圧が許容範囲内であることを確認した。 

 

当社は那珂変電所が全停電した場合の受電経路の設備面に問題ないと評価した。 

 

b. 茨城変電所が全停電した場合 

茨城変電所が全停電した場合，東海第二発電所は那珂変電所から 275kV 東海原子力線

を通して受電し続けることができるため，東海第二発電所は停電することがないので，

設備面の問題はない。 

 

当社は，那珂変電所又は茨城変電所が停止した場合の東海第二発電所への電力供給につ

いて設備面で問題ないと評価した。 

 

(2) 運用面の検討 

a. 那珂変電所が全停電した場合 

(a) 復旧手順 

那珂変電所が全停電した場合，東海第二発電所は，新筑波変電所から石岡変電所－

西水戸変電所－茨城変電所を経由して受電する。受電にあたっては，東京電力パワー

グリッド株式会社は以下①～③の操作をすべて茨城給電所にて遠隔で行う。 

 

① 各変電所の遮断器及び断路器の操作 

② 系統の電圧等確認 

③ 必要に応じ系統の電圧等調整 

 

那珂変電所全停電時において東京電力パワーグリッド株式会社は，茨城給電所が定

めている系統事故時に使用する系統復旧手順書を用いて東海第二発電所に電力供給を

行う。 

当社は，東京電力パワーグリッド株式会社の茨城給電所が定めている系統復旧手順

書に那珂変電所停電時の復旧手順が定められていること，
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(b) 復旧訓練 

・東京電力パワーグリッド株式会社の訓練 

東京電力パワーグリッド株式会社の茨城給電所では，年 2 回の頻度で系統事故の

復旧訓練を行っており，那珂変電所が全停電した場合の訓練を至近では H27 年度に

実施している。 

年 2 回の系統事故の復旧訓練内容については主に開閉器の入・切操作等であり，那

珂変電所全停時の復旧訓練とその他の系統事故の復旧訓練に大差はないこと，及び

那珂変電所全停時にはあらかじめ定めている系統復旧手順書に基づき操作を行うこ

とから，那珂変電所全停時には速やかな対応が可能であると当社は評価した。 

なお，東京電力パワーグリッド株式会社は，継続的に系統事故の復旧訓練を実施し

ていくとしており，当社もその実績を確認していく。 

・東海第二発電所の訓練 

東海第二発電所の外部電源喪失事故に係る東海第二発電所の運転員の訓練は，年

1 回以上の頻度で，中央制御室での事故を模擬した訓練やシミュレータを使用した訓

練として実施しており速やかな外部電源の復旧対応が可能である。 

・東京電力パワーグリッド株式会社と東海第二発電所の連携 

那珂変電所全停時における，茨城変電所からの受電の際は，東京電力パワーグリ

ッド株式会社の茨城給電所と東海第二発電所との連携が必要となる。この手順は，

村松線・原子力 1 号線もしくは東海第二発電所構内受電設備の計画停電後の受電手

順（茨城給電所から東海第二へ受電可連絡→東海第二で受電操作→東海第二から茨

城給電所に受電完了連絡）と同一であり，通常時から両社の連携はとれていること

から，当社は問題ないと評価した。 

 

b. 茨城変電所が停止した場合 

茨城変電所が全停電した場合，東海第二発電所は那珂変電所から 275kV 東海原子力線

を通して，系統復旧操作等を行わずに受電し続けることができるため，運用面の問題は

ない。 

 

当社は，運用面における，那珂変電所又は茨城変電所が全停した場合の東海第二発電所

への電力供給については，系統復旧手順が整備され，訓練等も定期的に行われており，問

題ないと評価した。 

 

(3) まとめ 

那珂変電所又は茨城変電所が全停電した場合の東海第二発電所への電力供給について，

東京電力パワーグリッド株式会社の評価結果等を基に，設備面及び運用面から評価した結

果，東海第二発電所への外部電源の供給は確実に行われると評価した。 
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2.2 物理的分離が施された電線路からの受電 

2.2.1 送電線の物理的分離 

 東海第二発電所の主回線である 275kV 送電線（東海原子力線）2 回線と予備回線である

154kV 送電線（村松線・原子力 1 号線）1 回線は，異なるルートを通過し，同一の送電鉄

塔に架線しないよう，それぞれに送電鉄塔を備える設計とする。 

 275kV 東海原子力線又は 154kV 村松線・原子力 1 号線は，いずれも 1回線で東海第二発

電所の停止に必要な電力を受電し得る容量があり，東海第二発電所の外部電源系は，いか

なる 2回線が喪失しても，原子炉を安全に停止するための電力を他の送電線 1 回線から受

電できる構成とする。 

また，図 2-7 に示すとおり，275kV 東海原子力線と 154kV 村松線・原子力 1 号線の近接

箇所については，鉄塔を移設することにより，仮に 1 つの鉄塔が倒壊しても，すべての送

電線が同時に機能喪失しない水平距離を確保する設計とすることで，物理的に分離した設

計とする。 

なお，外部電源線である 275kV 東海原子力線及び 154kV 村松線・原子力１号線におい

て，交差箇所は無い。 

図 2-7 275kV 東海原子力線及び 154kV 村松線・原子力１号線のルート 
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（参考）鉄塔基礎の安定性 

 東海第二発電所に連系する 275kV 送電線 2回線及び 154kV 送電線 1回線については，地す

べり危険箇所等を回避するルートを選定することで，地震による鉄塔敷地周辺の影響による

被害の最小化を図るとともに，個別に基礎の安定性を検討して基礎型を選定する等の対策を

実施している。 

 図 2-7 示す当該ルートについては，鉄塔敷地周辺で基礎の安定性に影響を与える大規模な

盛土崩壊，地すべり，急傾斜等について，図面等を用いた机上調査及び地質専門家による現

地踏査を実施し，鉄塔基礎の安定性が確保されていることを確認している。 

 表 2-1 に東海第二発電所の外部電源線の鉄塔基数を，図 2-8 に基礎の安定性評価対象線路

及び現地踏査確認対象鉄塔を示す。 

表 2-1 東海第二発電所の外部電源線の鉄塔基数 

対象線路 接続箇所 亘長 鉄塔基数 

275kV 東海原子力線 那珂変電所 約 17 km 44 基 

154kV 村松線・原子力 1号線 茨城変電所 約 9 km 36 基 

合計 80 基 

図 2-8 基礎の安定性評価対象線路及び現地踏査確認対象鉄塔 



2-12

（参考）鉄塔基礎の耐震安定性 

(1) 評価項目

鉄塔敷地周辺で基礎の安定性に影響を与える 3つの事象について評価する。

ａ. 大規模な盛土の崩壊 

対象鉄塔周辺には盛土崩壊時に基礎の安定性に影響を与えるような大規模な盛土は存

在しないこと。 

【大規模な盛土崩壊】 

ｂ. 大規模な地すべり 

大規模な地すべりを誘発する地盤の亀裂及び切土等の地形改変がないこと。 

【大規模な地すべり】 

ｃ. 急傾斜地の崩壊 

急傾斜地の崩壊を誘発する地盤の亀裂及び切土等の地形改変がないこと。 

【急傾斜地の崩壊】 

(2) 評価方法及び評価結果

・大規模な盛土の崩壊

ａ. 評価方法 

実測平面図や国土地理院発行の地形図等を使用し，人工的に土地の改変が加えられた

箇所等を抽出する。また，送電線路周辺で発生した盛土に関する送電線の保守記録等の

確認とともに，車両やヘリコプター等による巡視で直接現地状況の確認を行い，漏れの

無いよう盛土箇所を抽出する。 

上記から現地踏査が必要と判断された鉄塔について，地質の専門家による現地踏査を

実施し，詳細な地形，地質変状等を調査し，基礎の安定性を評価する。 
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b. 評価結果

抽出の結果，鉄塔 80 基のうち，275kV 東海原子力線で 2基が抽出された。対象鉄塔 2

基について，当該盛土の立地状況や形状及び規模，鉄塔との距離等が確認された結果，

鉄塔脚から盛土までの距離が十分離れており，仮に崩壊したとしても当該鉄塔への土砂

流入はないと判断された。 

・大規模な地すべり

a. 評価方法

地すべり防止区域，地すべり危険箇所，地すべり地形分布図に示される範囲，及びそ

の近傍に設置されている鉄塔を抽出する。 

抽出された鉄塔について，地質の専門家による現地踏査を実施し，詳細な地形，地質

変状等を調査し，基礎の安定性を評価する。 

b. 評価結果

抽出の結果，該当する鉄塔は無く，基礎の安定性に影響はないと判断された。

・急傾斜地の崩壊

a. 評価方法

国土地理院発行の地形図等を使用し，鉄塔周辺の傾斜の最大傾斜角が 30度以上かつ逆

Ｔ字基礎の鉄塔を抽出する。 

抽出された鉄塔について，地質の専門家による現地踏査を実施し，詳細な地形，地質

変状等を調査し，基礎の安定性を評価する。 

b. 評価結果

抽出の結果，鉄塔 80 基のうち 5基について現地踏査が必要な箇所が該当した。抽出さ

れた 5基について地質専門家による現地踏査等により，崩壊や崩壊跡地が鉄塔近傍に見

られた鉄塔や近接する斜面に湧水箇所がみられた鉄塔は無く，問題ないと判断された。 

以上より，評価対象線路について，鉄塔基礎の安定性が確保されていることを確認し

た。対象線路ごとの評価結果について表 2-2 に示す。 

表 2-2 基礎の安定性評価結果 

線路名 
鉄塔 

基数 

現地踏査確認基数 対応必要 

基数 盛土 地すべり 急傾斜地 

275kV 東海原子力線 44 基 2 基 0 基 3 基 0 基 

154kV 原子力１号線 8 基 0 基 0 基 0 基 0 基 

154kV 村松線 28 基 0 基 0 基 2 基 0 基 

3 線路合計 80 基 2 基 0 基 5 基 0 基 

（経済産業省原子力安全・保安院報告「原子力発電所及び再処理施設の外部電源における送電鉄塔

基礎の安定性評価について（平成 24 年 2 月 17 日，東京電力株式会社）」） 
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（参考）送電線の強風対策及び着氷雪対策 

送電鉄塔については，電気設備の技術基準（電気設備に関する技術基準を定める省令）に

基づき，風速 40 m/s の風圧荷重等，各種設定荷重に対し，強度を有するよう考慮して施設し

ている。加えて，過去の経験を踏まえ，送電線施設箇所の気象条件や地形条件を考慮し，各

種設計に織り込むことにより，信頼性の向上に取組んでいる。 

① 強風対策

275kV 東海原子力線及び 154kV 村松線・原子力 1 号線の送電鉄塔は，技術基準へ

の適合に加え，一部の鉄塔について過去の大型台風による鉄塔損壊事故等を踏まえ

た国の検討結果や民間規格（送電用支持物設計標準「ＪＥＣ－１２７」，架空送電規

程「ＪＥＡＣ６００１」）に基づき送電線施設箇所の気象条件や地形条件等を考慮し

た設計としている。 

② 着氷雪対策

送電線の風雪対策として，電気設備技術基準に適合するとともに，一部の鉄塔に

ついては，ＪＥＣ－１２７－１９７９（送電用支持物設計標準）を考慮した耐風雪強

化設計が実施されている。架渉線への着氷雪対策として難着雪リングやねじれ防止

ダンパーを設置している。 

（参考）長幹支持碍子の使用状況 

275kV 東海原子力線において東北地方太平洋沖地震前は，16基の鉄塔で長幹支持碍子を使

用していた。 

東北地方太平洋沖地震の際に 16 基中 10基の長幹支持碍子が破損したが，その後，健全で

あった 6 基とあわせて，耐震性の高い（曲げ応力の大きい）有機碍子へ取替を行っており，

現在，長幹支持碍子の使用箇所はない。 

なお，154kV 村松線・原子力 1 号線においては，東北地方太平洋沖地震前より長幹支持碍

子を使用していない。 

（「東北地方太平洋沖地震におけるジャンパＶ吊長幹支持がいし装置の折損原因分析結果について

（平成 23年 12 月 27 日，東京電力株式会社）」） 

図 2-5 長幹支持碍子の被害状況 
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3. 発電用原子炉施設の電力供給確保

3.1 2 回線喪失時の電力供給継続 

発電所に連系する送電線は，275kV 送電線（東海原子力線）1 ルート 2 回線と 154kV 送電線

（村松線・原子力 1号線）1 ルート 1 回線で構成している。これらの送電線は，1回線で東海第

二発電所の停止に必要な電力を受電する容量があり，いずれの 2回線が喪失した場合において

も東海第二発電所への電力供給の継続が可能であり，外部電源喪失に至らない構成とする。 

なお，東海第二発電所の 275kV 送電線は，275kV ガス絶縁開閉装置と連系し，起動変圧器を

介して東海第二発電所に接続するとともに，154kV 送電線は，154kV ガス絶縁開閉装置と連系

し，予備変圧器を介して東海第二発電所へ接続する。 

図 3-1 から図 3-3 にいずれの 2回線が喪失した場合における，非常用高圧母線への電力供給

系統を示す。 

図 3-1 275kV 東海原子力線 2 回線電源喪失時の電源供給系統 
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図 3-2 275kV 東海原子力線 1 回線（2 号線）及び 

154kV 原子力 1 号線電源喪失時の電源供給系統 

図 3-3 275kV 東海原子力線 1 回線（1 号線）及び 

154kV 原子力 1 号線電源喪失時の電源供給系統 
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3.2 開閉所基礎構造 

 東海第二発電所の開閉所基礎及び地盤は，地震力に対し健全性を有するため，不等沈下又は

傾斜等の影響はない。図 3-4 及び図 3-5 に開閉所基礎を示す。 

図 3-4 開閉所平面配置図 



 
3-4 

 
（275kV 超高圧開閉所基礎図：杭基礎） 

 
（154kV 特別高圧開閉所（予備変圧器含む）基礎図：直接基礎） 

 

図 3-5 開閉所基礎図 
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3.3 ケーブル洞道等の構造 

 東海第二発電所の開閉所ケーブル洞道及びケーブルトラフは，機器の重要度に応じた十分な

支持性能を有する地盤上に設置していることから，機器に支障を与えるような地盤の不等沈下

又は傾斜が生じることはない。

図 3-6及び図 3-7 にケーブル洞道及びケーブルトラフの配置図及び構造図を示す。

図 3-6 ケーブル洞道及びケーブルトラフ配置図 
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（A-A 断面）   （B-B 断面） 

（ケーブル洞道構造図） （ケーブルトラフ構造図）

図 3-7 ケーブル洞道及びケーブルトラフ構造図 

3.4 碍子及び遮断器等への津波の影響 

 碍子及び遮断器等は，防潮堤を設置することにより基準津波の影響を受けないエリアとなる

275kV 超高圧開閉所及び 154kV 特別高圧開閉所に設置する。基準津波による発電所周辺の最高

水位分布を図 3-8 に示す。

図 3-8 基準津波による発電所周辺の最高水位分布 
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3.5 開閉所設備の碍子及び遮断器等の耐震性，塩害対策 

(1) 碍子及び遮断器の耐震性 

a. 遮断器について 

 遮断器等開閉所設備は，気中遮断器に比べ，重心が低く耐震性の高いガス絶縁開閉装置

を採用する。275kV 超高圧開閉所の平面図を図 3-9 に示す。 

 b. 碍子について 

 開閉所の碍子は，長幹碍子に比べ，耐震性の高い可とう性のある懸垂碍子を使用する。 

なお，275kV 超高圧開閉所，154kV 特別高圧開閉所の送電線上流側接続先である那珂変電

所，茨城変電所までの碍子についても，長幹碍子が使用されていないことを確認している。 

(2) 塩害対策 

a. 遮断器について 

 遮断器等の塩害対策としては，電路がタンクに内包されているガス絶縁開閉装置を採用

する。

b. 碍子について 

 275kV 送電線引留部の碍子に対しては，塩分等が碍子表面に付着することにより絶縁性

能が著しく低下することを防止するため，活線状態で洗浄を実施できる碍子洗浄装置を設

置する。154kV 送電線引留部の碍子は，「電気協同研究第 35巻第 3号変電設備の対塩設計

（電気協同研究会）」にて，想定塩分付着密度から設定される汚損地区と電圧階級に応

じ，必要となる塩害対策の考え方が定められており，東海第二発電所 154kV 特別高圧開閉

所は碍子の絶縁強化で対策が可能である。また，これまでの碍子の塩分付着密度測定実績

より，汚損地区の選定に問題がないことを確認していることから，碍子洗浄は不要であ

る。 
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図 3-9 275kV 超高圧開閉所の平面図 

⑤③ ④②①

275kV 東海

原 子 力 線

（2回線） 

①線路用 275kV 遮断器(2号) 

②線路用 275kV 遮断器(1号) 

③起動変圧器 2A受電用 275kV 遮断器

④発電機並列用 275kV 遮断器 

⑤起動変圧器 2B受電用 275kV 遮断器



補足-290-2【常用電源設備の健全性に関する説明書に係る補足

説明資料（電気設備の異常の予防等に関する設計事項）】 



目次 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

1. 発電機 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第三節 保安原則 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならな

い。 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造

上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危

険のおそれがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が

発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措

置を講ずる場合は，この限りでない。 

２ 前項の場合にあっては，事故時に想定される異常電圧を考慮

し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能

は，事故時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険

のおそれがないものでなければならない。 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光

ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安

のために施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれが

ないように施設しなければならない。 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗

を増加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を

除く。）及び通常の使用状態において断線のおそれがないように

しなければならない。 

発電機は，充電部分が筐体内に内包され，充電部分に容易に接触できない設計とし，感

電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としてい

る。 

発電機には，電路を含まない。 

発電機の絶縁は，規格(ＪＥＣ－１１４ 同期機)に準じて定格電圧及び想定される異常電

圧に対して絶縁破壊しない設計としている。 

発電機に使用している変流器はＪＥＣ－１２０１に規定された絶縁耐力のものを使用し，

事故時においても絶縁破壊による危険の恐れが無い。 

発電機に施設した電線は発電機内に収納されており通常の使用状態において断線の恐れが

ないよう設計している。また，発電機に施設した弱電流電線(計器配線)は，発電機内に収

納されており，または施設の際に電線管を用いて保護しており通常の使用状態で断線の恐

れがない構造としている。 

発電機及び電線の接続箇所は，接続板及び接続用ボルト・ナット等により接続することで

電気抵抗を増加させないとともに，接続部の絶縁施工等により期待される使用状態におい

て断線のおそれがない設計としている。 

発電機は海外製だが，規格(Ｊ

ＥＣ－１１４ 同期機)に準じ

た耐電圧試験（2E+1kV=39kV）

を実施し絶縁破壊しないことを

確認している。 

1. 電気設備の異常の予防等に関する設計事項
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態において

その電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならな

い。 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これら

に類する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災の

おそれがないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離

して施設しなければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を

隔離した場合は，この限りでない。 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の

侵入等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件へ

の損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講

じなければならない。ただし，電路に係る部分にあっては，第５

条第１項の規定に定めるところによりこれを行わなければならな

い。 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大

地に通ずることができるようにしなければならない。 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧

器は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の

損傷，感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適

切な箇所に接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又

は構造によりやむを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所

における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電

気設備の損傷，感電又は火災のおそれがない場合は，この限りで

ない。 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，

特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の

適切な措置を講じなければならない。 

発電機は，水素による冷却を行う設計とし，「ＪＥＣ－１１４ 同期機」に規定する許容

温度以下となるよう設計としている。 

発電機は，高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類する器具ではな

い。 

発電機は A種接地工事を施す設計とする。 

発電機は，A 種接地工事を施しており，故障時に発生する電流が安全かつ確実に大地に通

じることができる設計としている。 

発電機は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器を使用していない。 

発電機は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路を使用していない。 

発電機は海外製だが，耐熱クラ

スＦ種の絶縁を採用し，規格

(ＪＥＣ－１１４ 同期機)に準

じた温度上昇限度以下であるこ

とを確認している。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線

及び電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよ

う，過電流遮断器を施設しなければならない。 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械

器具の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施

設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機

械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的

又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用施設（電路を高周波電流の伝送路として利用

するものに限る。以下のこの条において同じ。）は，他の高周波

利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないよ

うに施設しなければならない。 

 

第二章 電気の供給のための電気設備の施設 

第一節 感電，火災等の防止 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよ

う，使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを

使用しなければならない。ただし，通常予見される使用形態を考

慮し，感電のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発

電所には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である

旨を表示するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれが

ないように適切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

発電機は，過電流を保護継電器にて検出し，遮断器を開放する設計とし，その作動に伴い

動作する遮断器の開放状態を表示する装置を有する設計とする。 

 

 

発電機には，電路を含まない。 

 

 

 

 

 

 

発電機は，閉鎖構造（金属製の筐体），接地の実施などにより，電気設備その他の物件の

機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

発電機は，高周波利用施設を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

発電機には，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

取扱者以外の者が電気機械器具，母線等が危険である旨を表示するとともに，取扱者以外

の者が容易に立ち入らないよう，発電所の周囲にはフェンスを設ける設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作

用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれ

がない高さに施設しなければならない。 

２ 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなけれ

ばならない。 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電

流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで

施設してはならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はそ

の他人の承諾を得た場合は，この限りでない。 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防

止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用

又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように

施設しなければならない。 

第二節 他の電線，他の工作物等への危険の防止 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近

し，若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，

他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接

触，断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがな

いように施設しなければならない。 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一

支持物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又

は高圧側の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な

措置を講じなければならない。 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧

の電気機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により

低圧側の電気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措

置を講じなければならない。 

発電機は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

発電機は，支線を使用していない。 

発電機は，架空電線を使用していない。 

発電機は，電力保安通信設備を使用していない。 

発電機は，電力保安通信線を使用していない。 

発電機は，特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持物に施設していな

い。 

発電機は，特別高圧架空電線路の電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

第三節 高圧ガス等による危険の防止 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁

ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開

閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設

しなければならない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十

分に耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達

する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を

自動的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒

性のないものであること。 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，か

つ，安全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧

力が著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える

材料及び構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当

該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機

能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであるこ

と。 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置

は，次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものである

こと。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場

合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

発電機は，ガス絶縁機器を施設していない。 

発電機は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を施設していない。 

水素冷却式の発電機を採用しており，次の設計としている。 

発電機は，水素の漏えい又は空気が混入するおそれのないよう，空気と接触する可能性が

ある軸封部には密封油装置による密封機構を設ける設計としている。 

発電機，水素を通じる管，弁等は，水素が大気圧で爆発した場合に生じる圧力に耐える強

度を有する設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，

又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

 

 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放

出が安全にできるものであること。 

 

 

 

 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

 

第五節 供給支障の防止 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に

は，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般

電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異

常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあって

は，非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこ

れを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 

 

２ 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するお

それがあり，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を

及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動

的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいし

は，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければな

らない。 

 

２ 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の

回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作

して達する速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

発電機内の水素が漏洩した場合に中央制御室から手動にて水素の供給を遮断するととも

に，漏洩した水素を安全に外部に放出できる設計としている。 

炭酸ガスを置換ガスとして，発電機内に水素を安全に導入することができる装置，及び安

全に外部に放出することができる装置を設ける設計としている。 

 

発電機内から水素を外部に放出するための放出管は水素の着火による火災に至らないよ

う，さびの発生等を低減できるよう塗装を施すとともに、一部の配管についてはステンレ

ス鋼管とする設計としている。また、静電気が蓄積しないよう接地する設計，可燃物のな

い方向に放出するよう施設する設計及び放出口には逆火防止用の金網を設置する設計とし

ている。 

 

発電機内の水素の純度，圧力及び温度を計測し，規定値を超えた場合，警報を発信する設

計とする。 

 

 

 

発電機には，発電機に過電流を生じた場合及び発電機の内部に故障を生じた場合に，自動

的に発電機を電路から遮断する装置を施設する設計としている。 

 

 

 

 

 

発電機には，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

発電機は，その電機子端子において突発短絡を生じても，短絡電流により生ずる機械的衝

撃に耐える設計としている。 

 

 

発電機の回転する部分は，111％の過速度（非常調速装置が作動したときに達する回転速

度）に対して構造上十分な機械的強度を有する設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 （平成九年通

商産業命令第五十一号）第十三条第二項 の規定は，蒸気タービ

ンに接続する発電機について準用する。

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物

件に損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が

必要となる発電所，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい

支障を及ぼすおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のあ

る発電所であって，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する

者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない

ものは，施設してはならない。 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止で

きるよう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所には，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に

関する指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であ

って，一般電気事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防

ぎ，かつ，保安を確保するために必要なものの相互間には，電力

保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

２ 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損

なうおそれがないように施設しなければならない。 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は

反射板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を

施設する支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧

荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損なうおそれがないよう

に施設しなければならない。又はこれと同一の構内において常時

監視をしないものは，施設してはならない。 

発電機の軸受又は軸は，発生しうる最大の振動等機械的衝撃に対して構造上十分な機械的

強度を有する設計としている。 

発電所構内に，発電機の運転に必要な知識を有する者が常時駐在することにより，常時監

視しない発電所は施設しない設計としている。 

発電機には，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所はない。 

発電機には，電力保安通信用電話設備を使用していない。 

発電機には，電力保安通信線を使用していない。 

発電機には，電力保安通信設備を使用していない。 



8
 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

2. 発電機に属する電路

等 

（電気設備における感電，火災等の防止） 

第三節 保安原則 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならな

い。 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造

上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危

険のおそれがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が

発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措

置を講ずる場合は，この限りでない。 

２ 前項の場合にあっては，事故時に想定される異常電圧を考慮

し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能

は，事故時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険

のおそれがないものでなければならない。 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光

ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安

のために施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれが

ないように施設しなければならない。 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗

を増加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を

除く。）及び通常の使用状態において断線のおそれがないように

しなければならない。 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態において

その電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならな

い。 

発電機に属する電路は，接地し，また，充電部分に容易に接触できないよう，閉鎖構造

（相分離母線構造（以下「IPB」という。））を採用する設計とし，感電，火災その他人

体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

発電機に属する電路は IPB を採用し，大地から絶縁する設計としている。 

電路の保護装置の確実な動作の確保，異常電圧の抑制及び対地電圧の低下を図るため，電

路の中性点は接地する設計としている。 

発電機に属する電路は IPB を採用し，定格電圧及び想定される異常電圧に対して絶縁破壊

しない設計としている。  

発電機に属する電路に使用している変成器は，ＪＥＣ－１２０１に規定された絶縁耐力の

ものを使用し，事故時においても絶縁破壊による危険の恐れが無いものとしている。 

発電機に属する電路は，期待される使用状態において断線のおそれがない設計とする。 

発電機に属する電線の接続箇所は，接続板及び接続用ボルト・ナット等により接続するこ

とで電気抵抗を増加させないとともに，接続部の絶縁施工等により期待される使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

発電機に属する電路の熱的強度については，期待される使用状態において，その電気機械

器具に発生する熱に耐える設計としている。 

（ＪＥＣ－１１４ 5 項「温度」） 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これら

に類する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災の

おそれがないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離

して施設しなければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を

隔離した場合は，この限りでない。 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の

侵入等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件へ

の損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講

じなければならない。ただし，電路に係る部分にあっては，第５

条第１項の規定に定めるところによりこれを行わなければならな

い。 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大

地に通ずることができるようにしなければならない。 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧

器は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の

損傷，感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適

切な箇所に接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又

は構造によりやむを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所

における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電

気設備の損傷，感電又は火災のおそれがない場合は，この限りで

ない。 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，

特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の

適切な措置を講じなければならない。 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線

及び電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよ

う，過電流遮断器を施設しなければならない。 

発電機に属する電路には，高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具を含まない。 

発電機に属する電路は，A 種接地工事を施す設計とする。 

発電機に属する電路の必要な箇所には，A 種接地工事を施しており，故障時に発生する電

流が安全かつ確実に大地に通じることができる設計としている。 

発電機に属する電路には，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器を使

用していない。 

発電機に属する電路には，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路を使用

していない。 

発電機に属する電路は，過電流を保護継電器にて検出し，遮断器を開放する設計とし，そ

の作動に伴い動作する遮断器の開放状態を表示する装置を有する設計とする。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械

器具の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施

設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機

械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的

又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用施設（電路を高周波電流の伝送路として利用

するものに限る。以下のこの条において同じ。）は，他の高周波

利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないよ

うに施設しなければならない。 

第二章 電気の供給のための電気設備の施設 

第一節 感電，火災等の防止 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよ

う，使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを

使用しなければならない。ただし，通常予見される使用形態を考

慮し，感電のおそれがない場合は，この限りでない。 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発

電所には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である

旨を表示するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれが

ないように適切な措置を講じなければならない。 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作

用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれ

がない高さに施設しなければならない。 

２ 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなけれ

ばならない。 

発電機に属する電路は，地絡を保護継電器にて検出し，遮断器を開放する設計とし，その

作動に伴い動作する遮断器の開放状態を表示する装置を有する設計とする。 

発電機に属する電線路は閉鎖構造（IPB）を採用し，電気的又は磁気的な障害を与えない

設計としている。 

発電機に属する電路には，高周波利用施設を使用していない。 

発電機に属する電路には，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

取扱者以外の者が電気機械器具，母線等が危険である旨を表示するとともに，取扱者以外

の者が容易に立ち入らないよう，発電所の周囲にはフェンスを設ける設計としている。 

発電機に属する電路には，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

発電機に属する電路には，支線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電

流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで

施設してはならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はそ

の他人の承諾を得た場合は，この限りでない。 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防

止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用

又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように

施設しなければならない。 

第二節 他の電線，他の工作物等への危険の防止 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近

し，若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，

他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接

触，断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがな

いように施設しなければならない。 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一

支持物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又

は高圧側の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な

措置を講じなければならない。 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧

の電気機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により

低圧側の電気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措

置を講じなければならない。 

発電機に属する電路には，架空電線を使用していない。 

発電機に属する電路には，電力保安通信設備を使用していない。 

発電機に属する電路には，電力保安通信線を使用していない。 

発電機に属する電路には，特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持物に

施設していない。 

発電機に属する電路には，特別高圧架空電線路の電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

第三節 高圧ガス等による危険の防止 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁

ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開

閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設

しなければならない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十

分に耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達

する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を

自動的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒

性のないものであること。 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，か

つ，安全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧

力が著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える

材料及び構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当

該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機

能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであるこ

と。 

発電機に属する電路には，ガス絶縁機器を使用していない。 

発電機に属する電路には，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を使用してい

ない。 

発電機負荷開閉器(ＧＬＢＳ)

を設置していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置

は，次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものである

こと。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場

合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，

又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放

出が安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

第五節 供給支障の防止 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に

は，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般

電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異

常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあって

は，非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこ

れを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 

２ 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するお

それがあり，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を

及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動

的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいし

は，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければな

らない。 

２ 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の

回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作

して達する速度に対し，耐えるものでなければならない。 

発電機に属する電路には，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置を使用し

ていない。 

発電機に属する電路には，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池を含まな

い。 

発電機に属する電路には，特別高圧の変圧器を使用していない。 

発電機に属する電路には，発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしを含まな

い。 

発電機に属する電路には，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機を

含まない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 （平成九年通

商産業命令第五十一号）第十三条第二項 の規定は，蒸気タービ

ンに接続する発電機について準用する。

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物

件に損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が

必要となる発電所，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい

支障を及ぼすおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のあ

る発電所であって，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する

者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない

ものは，施設してはならない。 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止で

きるよう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所には，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に

関する指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であ

って，一般電気事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防

ぎ，かつ，保安を確保するために必要なものの相互間には，電力

保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

２ 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損

なうおそれがないように施設しなければならない。 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は

反射板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を

施設する支持物の材料及び構造は， 

風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，倒壊により通信の機能

を損なうおそれがないように施設しなければならない。又はこれ

と同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

発電機に属する電路には，蒸気タービンを使用していない。 

発電所構内に，発電機に属する電路等の運転に必要な知識を有する者が常時駐在すること

により，常時監視しない発電所は施設しない設計としている。 

発電機に属する電路には，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所はない。 

発電機に属する電路には，電力保安通信用電話設備を使用していない。 

発電機に属する電路には，電力保安通信線を使用していない。 

発電機に属する電路には，電力保安通信設備を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

3. 変圧器（主要変圧

器，所内変圧器，起動変

圧器，予備変圧器） 

（電気設備における感電，火災等の防止） 

第三節 保安原則 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならな

い。 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造

上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危

険のおそれがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が

発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措

置を講ずる場合は，この限りでない。 

２ 前項の場合にあっては，事故時に想定される異常電圧を考慮

し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能

は，事故時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険

のおそれがないものでなければならない。 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光

ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安

のために施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれが

ないように施設しなければならない。 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗

を増加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を

除く。）及び通常の使用状態において断線のおそれがないように

しなければならない。 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態において

その電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならな

い。 

変圧器は，充電部分が筐体内に内包され，充電部分に容易に接触できない設計とし，感

電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としてい

る。 

変圧器内の充電部は，絶縁油内に設置しており，大地との絶縁が確保される設計としてい

る。 

変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」又は「ＪＥＣ－１６８ 変圧器」に規定する耐

電圧試験を実施し，絶縁耐力を確保した設計としている。 

変圧器に使用している変流器は「ＪＥＣ－１２０１ 計器用変流器（保護継電器用）」又

は「ＪＥＣ－１９０ 計器用変流器（保護継電器用）」に規定する絶縁耐力のものを使用

し，事故時においても絶縁破壊による危険のおそれがない。 

変圧器には保安のために施設する電線，支線，架空地線，弱電流電線等を含まない。 

専用の端子又は接続板及び接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び期待される使用状態において断線のおそれがない

設計としている。 

変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」又は「ＪＥＣ－１６８ 変圧器」に規定する温

度上昇限度に適合する設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これら

に類する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災の

おそれがないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離

して施設しなければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を

隔離した場合は，この限りでない。 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の

侵入等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件へ

の損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講

じなければならない。ただし，電路に係る部分にあっては，第５

条第１項の規定に定めるところによりこれを行わなければならな

い。 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大

地に通ずることができるようにしなければならない。 

起動変圧器及び予備変圧器には負荷時タップ切換器が付属されており，タップ切換動作時

にアークを生じるが，火災のおそれがないよう，鋼板製の変圧器筐体内に収納する設計と

している。 

電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入等による感電，火災その他

人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な

措置を講じる設計としている。 

接地をする場合には，接地工事の種類に応じた接地抵抗値以下とする設計としている。 

電路の保護装置の確実な動作の確保，異常電圧の抑制及び対地電圧の低下を図るための接

地する設計としている。 

起動変圧器及び予備変圧器の安定巻線に A 種接地工事を施す設計としている。 

変圧器の鉄台及び金属製外箱には，A 種接地工事を施す設計としている。 

電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入等による感電，火災その他

人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な

措置を講じる設計としている。 

接地をする場合には，接地工事の種類に応じた接地抵抗値以下とする設計としている。 

電路の保護装置の確実な動作の確保，異常電圧の抑制及び対地電圧の低下を図るための接

地する設計としている。 

起動変圧器及び予備変圧器の安定巻線に A 種接地工事を施す設計としている。 

変圧器の鉄台及び金属製外箱には，A 種接地工事を施す設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧

器は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の

損傷，感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適

切な箇所に接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又

は構造によりやむを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所

における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電

気設備の損傷，感電又は火災のおそれがない場合は，この限りで

ない。 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，

特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の

適切な措置を講じなければならない。 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線

及び電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよ

う，過電流遮断器を施設しなければならない。 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械

器具の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施

設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機

械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的

又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用施設（電路を高周波電流の伝送路として利用

するものに限る。以下のこの条において同じ。）は，他の高周波

利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないよ

うに施設しなければならない。 

変圧器（主要変圧器，所内変圧器，起動変圧器，予備変圧器）は，高圧又は特別高圧の電

路と低圧の電路とを結合する変圧器はない。 

変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，系統からの雷サージを吸収

するアレスタを設置する設計とする。  

変圧器には，過電流を保護継電器にて検出し，遮断器を開放する設計とし，その作動に伴

い動作する遮断器の開放状態を表示する装置を有する設計とする。 

変圧器には，地絡を保護継電器にて検出し，遮断器を開放する設計とし，その作動に伴い

動作する遮断器の開放状態を表示する装置を有する設計とする。 

電気設備は独立区画への設置及び閉鎖構造（IPB，バスダクト）を採用することにより，

電気的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

変圧器は，高周波利用施設に使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

第二章 電気の供給のための電気設備の施設 

第一節 感電，火災等の防止 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよ

う，使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを

使用しなければならない。ただし，通常予見される使用形態を考

慮し，感電のおそれがない場合は，この限りでない。 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発

電所には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である

旨を表示するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれが

ないように適切な措置を講じなければならない。 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作

用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれ

がない高さに施設しなければならない。 

２ 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなけれ

ばならない。 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電

流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで

施設してはならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はそ

の他人の承諾を得た場合は，この限りでない。 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防

止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用

又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように

施設しなければならない。 

変圧器には，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示するとともに，取扱者以外

の者が容易に立ち入らないよう，発電所の周囲にはフェンス等を設ける設計としている。 

変圧器ヤードには周囲に柵等を設け，出入口に立入を禁止する旨を表示している。 

変圧器には，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

変圧器には，支線を使用していない。 

変圧器には，架空電線を使用していない。 

変圧器には，電力保安通信設備を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

第二節 他の電線，他の工作物等への危険の防止 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近

し，若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，

他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接

触，断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがな

いように施設しなければならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一

支持物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又

は高圧側の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な

措置を講じなければならない。 

 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧

の電気機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により

低圧側の電気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措

置を講じなければならない。 

 

第三節 高圧ガス等による危険の防止 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁

ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開

閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設

しなければならない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十

分に耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達

する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を

自動的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒

性のないものであること。 

 

 

 

 

 

変圧器には，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

変圧器には，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

変圧器には，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

変圧器には，ガス絶縁機器を施設していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，か

つ，安全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧

力が著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える

材料及び構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当

該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機

能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであるこ

と。 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置

は，次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものである

こと。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場

合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，

又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放

出が安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

第五節 供給支障の防止 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に

は，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般

電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異

常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあって

は，非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこ

れを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 

変圧器には，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を施設していない。 

変圧器には，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置を使用していない。 

変圧器には，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

２ 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するお

それがあり，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を

及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動

的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいし

は，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければな

らない。 

２ 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の

回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作

して達する速度に対し，耐えるものでなければならない。 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 （平成九年通

商産業命令第五十一号）第十三条第二項 の規定は，蒸気タービ

ンに接続する発電機について準用する。

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物

件に損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が

必要となる発電所，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい

支障を及ぼすおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のあ

る発電所であって，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する

者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない

ものは，施設してはならない。 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止で

きるよう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所には，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

変圧器は，変圧器に過電流を生じた場合，変圧器の内部に故障を生じた場合に遮断器を開

放する設計とし，その作動に伴い動作する遮断器の開放状態を表示する装置を有する設計

としている。 

変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」又は「ＪＥＣ－１６８ 変圧器」に基づき，短

絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

変圧器には，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機を使用していな

い。 

変圧器には，蒸気タービンを使用していない。 

発電所構内に，変圧器の運転に必要な知識を有する者が常時駐在することにより，常時監

視しない発電所は施設しない設計としている。 

変圧器には，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所はない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に

関する指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であ

って，一般電気事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防

ぎ，かつ，保安を確保するために必要なものの相互間には，電力

保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

２ 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損

なうおそれがないように施設しなければならない。 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は

反射板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を

施設する支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧

荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損なうおそれがないよう

に施設しなければならない。又はこれと同一の構内において常時

監視をしないものは，施設してはならない。 

変圧器には，電力保安通信用電話設備を使用していない。 

変圧器には，電力保安通信線を使用していない。 

変圧器には，電力保安通信設を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

4. 遮断器（ＧＩＳ） （電気設備における感電，火災等の防止） 

第三節 保安原則 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならな

い。 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造

上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危

険のおそれがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が

発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措

置を講ずる場合は，この限りでない。 

２ 前項の場合にあっては，事故時に想定される異常電圧を考慮

し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能

は，事故時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険

のおそれがないものでなければならない。 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光

ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安

のために施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれが

ないように施設しなければならない。 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗

を増加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を

除く。）及び通常の使用状態において断線のおそれがないように

しなければならない。 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態において

その電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならな

い。 

遮断器(GIS)は，充電部分が金属容器内に内包され，充電部分に容易に接触できない設計

とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計

としている。 

遮断器(GIS)の充電部は，SF6ガスを内包した金属容器内に設置しており，大地との絶縁が

確保される設計としている。 

遮断器(GIS)は，「ＪＥＣ－２３００ 交流遮断器」に規定する耐電圧試験を実施し，絶

縁耐力を確保した設計としている。 

遮断器(GIS)には，変成器を使用していない。 

遮断器(GIS)には，電線，支線，架空地線，弱電流電線等を含まない。 

遮断器(GIS)には，電線の接続箇所を含まない。 

遮断器(GIS)は，「ＪＥＣ－２３００ 交流遮断器」に規定する熱的強度に適合する設計

としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これら

に類する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災の

おそれがないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離

して施設しなければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を

隔離した場合は，この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の

侵入等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件へ

の損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講

じなければならない。ただし，電路に係る部分にあっては，第５

条第１項の規定に定めるところによりこれを行わなければならな

い。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大

地に通ずることができるようにしなければならない。 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧

器は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の

損傷，感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適

切な箇所に接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又

は構造によりやむを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所

における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電

気設備の損傷，感電又は火災のおそれがない場合は，この限りで

ない。 

 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，

特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の

適切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

遮断器(GIS)は，筐体内に内包した設計としている。 

 

 

 

 

 

 

遮断器(GIS)の筐体は，A種接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

遮断器(GIS)の筐体は，A種接地工事を施し，事故電流が安全かつ確実に大地に通じること

ができる設計としている。 

 

 

遮断器(GIS)には，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

遮断器(GIS)には，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路を含まない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線

及び電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよ

う，過電流遮断器を施設しなければならない。 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械

器具の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施

設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機

械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的

又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用施設（電路を高周波電流の伝送路として利用

するものに限る。以下のこの条において同じ。）は，他の高周波

利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないよ

うに施設しなければならない。 

第二章 電気の供給のための電気設備の施設 

第一節 感電，火災等の防止 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよ

う，使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを

使用しなければならない。ただし，通常予見される使用形態を考

慮し，感電のおそれがない場合は，この限りでない。 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発

電所には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である

旨を表示するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれが

ないように適切な措置を講じなければならない。 

遮断器(GIS)は，過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し，かつ，火災

の発生を防止するために施設する。 

遮断器(GIS)には，電路を含まない。 

遮断器(GIS)は，閉鎖構造（金属容器や筐体）を採用しており，電気的又は磁気的な障害

を与えないように設計している。 

遮断器(GIS)には，高周波利用施設を使用していない。 

遮断器(GIS)には，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示するとともに，取扱者以外

の者が容易に立ち入らないよう，発電所の周囲にはフェンスを設ける設計としている。 

開閉所の出入口は施錠するとともに，出入り口に立入を禁止する旨を表示している。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作

用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれ

がない高さに施設しなければならない。 

２ 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなけれ

ばならない。 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電

流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで

施設してはならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はそ

の他人の承諾を得た場合は，この限りでない。 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防

止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用

又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように

施設しなければならない。 

第二節 他の電線，他の工作物等への危険の防止 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近

し，若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，

他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接

触，断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがな

いように施設しなければならない。 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一

支持物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又

は高圧側の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な

措置を講じなければならない。 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧

の電気機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により

低圧側の電気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措

置を講じなければならない。 

遮断器(GIS)には，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

遮断器(GIS)には，支線を使用していない。 

遮断器(GIS)には，架空電線を使用していない。 

遮断器(GIS)には，電力保安通信設備を使用していない。 

遮断器(GIS)には，電力保安通信線を使用していない。 

遮断器(GIS)には，架空電線を使用していない。 

遮断器(GIS)には，特別高圧架空電線路の電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

第三節 高圧ガス等による危険の防止 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁

ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開

閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設

しなければならない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十

分に耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達

する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を

自動的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒

性のないものであること。 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，か

つ，安全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧

力が著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える

材料及び構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当

該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機

能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであるこ

と。 

遮断器(GIS)は次の設計としている。 

最高使用圧力の 1.5倍の水圧を連続して 10分間加えて試験を行ったとき，これに耐え，

かつ，漏えいがない安全な設計としている。 

圧縮空気装置は使用していない。 

最高使用圧力においても耐える設計としていることより，圧力を低下させる機能は有して

いない。 

圧縮空気装置は使用していない。 

絶縁ガスの圧力の低下により絶縁破壊を生ずるおそれのあるものは，絶縁ガスの圧力の低

下を警報する装置を設け，異常な圧力を早期に検知できる設計としている。 

絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のない SF6ガスを使用する設計としている。 

遮断器(GIS)には，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置

は，次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものである

こと。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場

合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，

又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放

出が安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

第五節 供給支障の防止 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に

は，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般

電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異

常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあって

は，非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこ

れを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 

２ 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するお

それがあり，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を

及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動

的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいし

は，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければな

らない。 

２ 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の

回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作

して達する速度に対し，耐えるものでなければならない。 

遮断器(GIS)には，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置を使用していな

い。 

遮断器(GIS)には，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池を使用していな

い。 

遮断器(GIS)には，特別高圧の変圧器を使用していない。 

遮断器(GIS)は，「ＪＥＣ－２３００ 交流遮断器」に基づき，短絡電流により生ずる機

械的衝撃に耐える設計としている。 

遮断器(GIS)には，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機を使用し

ていない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 （平成九年通

商産業命令第五十一号）第十三条第二項 の規定は，蒸気タービ

ンに接続する発電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物

件に損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が

必要となる発電所，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい

支障を及ぼすおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のあ

る発電所であって，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する

者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない

ものは，施設してはならない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止で

きるよう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所には，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に

関する指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であ

って，一般電気事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防

ぎ，かつ，保安を確保するために必要なものの相互間には，電力

保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

 

２ 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損

なうおそれがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は

反射板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を

施設する支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧

荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損なうおそれがないよう

に施設しなければならない。又はこれと同一の構内において常時

監視をしないものは，施設してはならない。 

遮断器(GIS)には，蒸気タービンを使用していない。 

 

 

 

 

発電所構内に，遮断器(GIS)の運転に必要な知識を有する者が常時駐在することにより，

常時監視しない発電所は施設しない設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

遮断器(GIS)には，避雷器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

遮断器(GIS)には，電力保安通信用電話設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

遮断器(GIS)には，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

遮断器(GIS)には，電力保安通信設備を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

5. 開閉所に属する電路

等

（電気設備における感電，火災等の防止） 

第三節 保安原則 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならな

い。 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造

上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危

険のおそれがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が

発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措

置を講ずる場合は，この限りでない。 

２ 前項の場合にあっては，事故時に想定される異常電圧を考慮

し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能

は，事故時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険

のおそれがないものでなければならない。 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光

ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安

のために施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれが

ないように施設しなければならない。 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗

を増加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を

除く。）及び通常の使用状態において断線のおそれがないように

しなければならない。 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態において

その電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならな

い。 

開閉所に属する電路等は，充電部分が筐体内等に内包され，充電部分に容易に接触できな

い設計とするとともに，電路の内，架線の箇所については，離隔距離をとることにより，

感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計として

いる。 

開閉所に属する一部の電路は GIS を採用し，大地から絶縁する設計としている。 

開閉所に属する電路等は，SF6 ガスを内包した金属容器内に絶縁物で支持した導体又は架

線により設置し，異常電圧に対し十分に耐える設計としている。 

開閉所に属する電路等の変成器は，「ＪＥＣ－１２０１ 計器用変成器（保護継電器

用）」に規定する耐電圧試験を実施し，絶縁耐力を確保した設計としている。 

開閉所に属する電路等は，期待される使用状態において断線のおそれがない設計としてい

る。 

開閉所に属する電線の接続箇所は，接続板及び接続用ボルト・ナット等により接続するこ

とで電気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び期待される使用状態において

断線のおそれがない設計とする。 

開閉所に属する電路等は，期待される使用状態における温度に耐える設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これら

に類する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災の

おそれがないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離

して施設しなければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を

隔離した場合は，この限りでない。 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の

侵入等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件へ

の損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講

じなければならない。ただし，電路に係る部分にあっては，第５

条第１項の規定に定めるところによりこれを行わなければならな

い。 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大

地に通ずることができるようにしなければならない。 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧

器は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の

損傷，感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適

切な箇所に接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又

は構造によりやむを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所

における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電

気設備の損傷，感電又は火災のおそれがない場合は，この限りで

ない。 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，

特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の

適切な措置を講じなければならない。 

開閉所に属する電路等は，感電，火災等の防止のため，充電部分が金属容器内に内包さ

れ，露出箇所がない設計としている。 

特別高圧計器用変成器の 2 次側電路には，A種接地工事を施す設計としている。 

電路に施設する機械器具の金属製の箱及び外箱には A 種接地工事を施す設計としている。 

避雷器は A種接地工事を施す設計としている。 

A 種接地工事は，電流を安全に通じることができる設計としている。 

開閉所に属する電路等には，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は

使用していない。 

開閉所に属する電路等は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路を含ま

ない。  
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線

及び電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよ

う，過電流遮断器を施設しなければならない。 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械

器具の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施

設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機

械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的

又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用施設（電路を高周波電流の伝送路として利用

するものに限る。以下のこの条において同じ。）は，他の高周波

利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないよ

うに施設しなければならない。 

第二章 電気の供給のための電気設備の施設 

第一節 感電，火災等の防止 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよ

う，使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを

使用しなければならない。ただし，通常予見される使用形態を考

慮し，感電のおそれがない場合は，この限りでない。 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発

電所には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である

旨を表示するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれが

ないように適切な措置を講じなければならない。 

開閉所に属する電路等は，過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し，か

つ，火災の発生を防止するために特別高圧電路に施設する遮断器は，施設する箇所を通過

する短絡電流を遮断する能力を有し，その作動に伴いその開閉状態を表示する装置を有す

る設計としている。 

開閉所に属する電路等は，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具の損傷，感電

又は火災のおそれがないよう，発電所の送電線引出口に，電路に地絡を生じたときに自動

的に電路を遮断する装置を施設する設計としている。 

開閉所に属する電路等は，電気設備に GIS を採用することにより，電気的又は磁気的な障

害を与えない設計としている。 

開閉所に属する電路等には，高周波利用施設を使用していない。 

開閉所に属する電路等には，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示するとともに，取扱者以外

の者が容易に立ち入らないよう，発電所の周囲にはフェンス等を設ける設計としている。 

開閉所の出入口は施錠するとともに，出入り口に立入を禁止する旨を表示している。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作

用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれ

がない高さに施設しなければならない。 

２ 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなけれ

ばならない。 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電

流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで

施設してはならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はそ

の他人の承諾を得た場合は，この限りでない。 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防

止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用

又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように

施設しなければならない。 

第二節 他の電線，他の工作物等への危険の防止 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近

し，若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，

他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接

触，断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがな

いように施設しなければならない。 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一

支持物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又

は高圧側の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な

措置を講じなければならない。 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧

の電気機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により

低圧側の電気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措

置を講じなければならない。 

架空電線は接触又は誘導作用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそ

れがない高さに施設する設計としている。なお，開閉所に属する電路等には，架空電力保

安通信線を使用していない。 

開閉所に属する電路等には，支線を使用していない。 

開閉所に属する電路に架空電線路はないことから，他人の設置した架空電線路の支持物を

挟んで施設していない。 

開閉所に属する電路等には，電力保安通信設備を使用していない。 

開閉所に属する電路等には，電力保安通信線を使用していない。 

開閉所に属する電路等には，低圧又は高圧の架空電線を使用していないことから，特別高

圧の架空電線と他の架空電線を同一支持物に施設することはない。 

開閉所の特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気機械器具を

施設していない。 

引出し口特別高圧架空電線は

他社設備 

引出し口特別高圧架空電線は

他社設備 

引出し口特別高圧架空電線は

他社設備 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

第三節 高圧ガス等による危険の防止 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁

ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開

閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設

しなければならない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十

分に耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達

する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を

自動的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒

性のないものであること。 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，か

つ，安全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧

力が著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える

材料及び構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当

該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機

能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであるこ

と。 

開閉所に属する電路等は次の設計としている。 

最高使用圧力の 1.5倍の水圧を連続して 10分間加えて試験を行ったとき，これに耐え，

かつ，漏えいがない安全な設計としている。 

圧縮空気装置は使用していない。 

最高使用圧力においても耐える設計としていることより，圧力を低下させる機能は有して

いない。 

圧縮空気装置は使用していない。 

絶縁ガスの圧力の低下により絶縁破壊を生ずるおそれのあるものは，絶縁ガスの圧力の低

下を警報する装置を設け，異常な圧力を早期に検知できる設計としている。 

絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のない SF6ガスを使用する設計としている。 

開閉所に属する電路等には，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は使用して

いない。 
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（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置

は，次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものである

こと。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場

合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，

又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放

出が安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

第五節 供給支障の防止 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に

は，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般

電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異

常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあって

は，非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこ

れを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 

２ 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するお

それがあり，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を

及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動

的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいし

は，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければな

らない。 

２ 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の

回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作

して達する速度に対し，耐えるものでなければならない。 

開閉所に属する電路等には，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置を使用

していない。 

開閉所に属する電路等には，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池を使用し

ていない。 

開閉所に属する電路等には，特別高圧の変圧器を含まない。 

開閉所に属する電路等は，「ＪＥＣ－２３００ 交流遮断器」に基づき，短絡試験を実施

した遮断器(GIS)等にて構成し，短絡電流により生じる衝撃に耐える設計とする。 

開閉所に属する電路等には，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機

を使用していない。 
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３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 （平成九年通

商産業命令第五十一号）第十三条第二項 の規定は，蒸気タービ

ンに接続する発電機について準用する。

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物

件に損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が

必要となる発電所，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい

支障を及ぼすおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のあ

る発電所であって，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する

者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない

ものは，施設してはならない。 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止で

きるよう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所には，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に

関する指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であ

って，一般電気事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防

ぎ，かつ，保安を確保するために必要なものの相互間には，電力

保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

２ 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損

なうおそれがないように施設しなければならない。 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は

反射板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を

施設する支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧

荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損なうおそれがないよう

に施設しなければならない。又はこれと同一の構内において常時

監視をしないものは，施設してはならない。 

開閉所に属する電路等には，蒸気タービンを使用していない。 

発電所構内に，開閉所に属する電路等の運転に必要な知識を有する者が常時駐在すること

により，常時監視しない発電所は施設しない設計としている。 

開閉所に属する電路等には，雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止するた

め，発電所の架空電線引出口の近接する箇所に避雷器を施設する設計としている。 

開閉所に属する電路等には，電力保安通信用電話設備を使用していない。 

開閉所に属する電路等には，電力保安通信線を使用していない。 

開閉所に属する電路等には，電力保安通信設備を使用していない。 
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6. 所内電源設備 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第三節 保安原則 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならな

い。 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造

上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危

険のおそれがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が

発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措

置を講ずる場合は，この限りでない。 

２ 前項の場合にあっては，事故時に想定される異常電圧を考慮

し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能

は，事故時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険

のおそれがないものでなければならない。 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光

ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安

のために施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれが

ないように施設しなければならない。 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗

を増加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を

除く。）及び通常の使用状態において断線のおそれがないように

しなければならない。 

遮断器（メタルクラッド開閉装置）は，接地し，また，充電部分に容易に接触できない設

計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設

計としている。 

所内電源設備に属する電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗

測定により確認している。 

所内電源設備に属する電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗

測定により確認している。 

所内電源設備には，ＪＥＣに基づき，使用回路電圧に適合した絶縁階級のものを適用して

いる。 

メタクラ：遮断器（ＪＥＣ－１８１），（ＪＥＣ－２３００）

PT，CT（ＪＥＣ－１９０），（ＪＥＣ－１２０１） 

パワーセンタ：遮断器（ＪＥＣ－１６０） 

PT，CT（ＪＥＣ－１９０），（ＪＥＣ－１２０１） 

動力変圧器（ＪＥＣ－１６８）,（ＪＥＣ－２０４）,（ＪＥＣ－２２００）

所内電源設備に属する遮断器（メタルクラッド開閉装置）には，電線，支線，架空地線，

弱電流電線を含まない。 

所内電源設備は，接続板及び接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増

加させないとともに，絶縁性能の低下及び期待される使用状態において断線のおそれがな

い設計としている。 



3
8
 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態において

その電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならな

い。 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これら

に類する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災の

おそれがないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離

して施設しなければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を

隔離した場合は，この限りでない。 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の

侵入等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件へ

の損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講

じなければならない。ただし，電路に係る部分にあっては，第５

条第１項の規定に定めるところによりこれを行わなければならな

い。 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大

地に通ずることができるようにしなければならない。 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧

器は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の

損傷，感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適

切な箇所に接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又

は構造によりやむを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所

における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電

気設備の損傷，感電又は火災のおそれがない場合は，この限りで

ない。 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，

特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の

適切な措置を講じなければならない。 

所内電源設備に属する遮断器(メタルクラッド開閉装置)は，「ＪＥＣ－１８１ 交流遮断

器」,「ＪＥＣ－２３００ 交流遮断器」に規定する熱的強度に適合する設計としてい

る。 

所内電源設備に属する高圧用の遮断器は，火災のおそれがないよう，閉鎖された金属製の

外箱に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

所内電源設備に属する遮断器(メタルクラッド開閉装置)は，適切な接地を施している。 

所内電源設備に属する遮断器(メタルクラッド開閉装置)の鉄台及び金属製外箱には，A種

接地工事を施す設計としている。 

接地は電流が安全かつ確実に大地に通じることができるよう適切な接地工事を施す設計と

している。 

所内電源設備に属する高圧電路と低圧電路とを結合する動力変圧器は，異常の予防及び保

護対策のため，電気設備の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，接地を施す設計とす

る。 

所内電源設備には，系統から雷サージを吸収するアレスタを設けている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線

及び電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよ

う，過電流遮断器を施設しなければならない。 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械

器具の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施

設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機

械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的

又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用施設（電路を高周波電流の伝送路として利用

するものに限る。以下のこの条において同じ。）は，他の高周波

利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないよ

うに施設しなければならない。 

第二章 電気の供給のための電気設備の施設 

第一節 感電，火災等の防止 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよ

う，使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを

使用しなければならない。ただし，通常予見される使用形態を考

慮し，感電のおそれがない場合は，この限りでない。 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発

電所には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である

旨を表示するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれが

ないように適切な措置を講じなければならない。 

所内電源設備に属する遮断器（メタルクラッド開閉装置）は，過電流を検知できるよう，

過電流継電器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

所内電源設備には，電路を含まない。 

所内電源設備に属する遮断器（メタルクラッド開閉装置）は，閉鎖構造を採用することに

より，電気的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

所内電源設備には，高周波利用施設を使用していない。 

所内電源設備には，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示するとともに，取扱者以外

の者が容易に立ち入らないよう，発電所の周囲にはフェンス等を設ける設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作

用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれ

がない高さに施設しなければならない。 

２ 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなけれ

ばならない。 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電

流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで

施設してはならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はそ

の他人の承諾を得た場合は，この限りでない。 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防

止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用

又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように

施設しなければならない。 

第二節 他の電線，他の工作物等への危険の防止 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近

し，若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，

他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接

触，断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがな

いように施設しなければならない。 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一

支持物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又

は高圧側の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な

措置を講じなければならない。 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧

の電気機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により

低圧側の電気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措

置を講じなければならない。 

所内電源設備には，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

所内電源設備には，支線を使用していない。 

所内電源設備には，架空電線を使用していない。 

所内電源設備には，電力保安通信設備を使用していない。 

所内電源設備には，電力保安通信線を使用していない。 

所内電源設備には，特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持物に施設し

ていない。 

所内電源設備には，特別高圧架空電線路の電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

第三節 高圧ガス等による危険の防止 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁

ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開

閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設

しなければならない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十

分に耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達

する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を

自動的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒

性のないものであること。 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，か

つ，安全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧

力が著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える

材料及び構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当

該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機

能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであるこ

と。 

所内電源設備には，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置を使用し

ていない。 

所内電源設備には，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置

は，次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものである

こと。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場

合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，

又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放

出が安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

第五節 供給支障の防止 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に

は，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般

電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異

常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあって

は，非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこ

れを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 

２ 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するお

それがあり，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を

及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動

的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいし

は，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければな

らない。 

２ 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の

回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作

して達する速度に対し，耐えるものでなければならない。 

所内電源設備には，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置を使用していな

い。 

所内電源設備には，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池はない。 

所内電源設備には，特別高圧の変圧器を使用していない。 

所内電源設備に属する遮断器（メタルクラッド開閉装置）は，「ＪＥＣ－１８１ 交流遮

断器」,「ＪＥＣ－２３００ 交流遮断器」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃

に耐える設計としている。 

所内電源設備には，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機を使用し

ていない。 

原子力発電工作物に係る電気設

備の技術基準の解釈 37条に規

定されている常用電源として用

いる蓄電池に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 （平成九年通

商産業命令第五十一号）第十三条第二項 の規定は，蒸気タービ

ンに接続する発電機について準用する。

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物

件に損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が

必要となる発電所，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい

支障を及ぼすおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のあ

る発電所であって，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する

者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない

ものは，施設してはならない。 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止で

きるよう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所には，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に

関する指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であ

って，一般電気事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防

ぎ，かつ，保安を確保するために必要なものの相互間には，電力

保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

２ 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損

なうおそれがないように施設しなければならない。 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は

反射板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を

施設する支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧

荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損なうおそれがないよう

に施設しなければならない。又はこれと同一の構内において常時

監視をしないものは，施設してはならない。 

所内電源設備には，蒸気タービンを使用していない。 

発電所構内に，所内電源設備の運転に必要な知識を有する者が常時駐在することにより，

常時監視しない発電所は施設しない設計としている。 

所内電源設備には，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所はない。 

所内電源設備には，電力保安通信用電話設備を使用していない。 

所内電源設備には，電力保安通信線は使用していない。 

所内電源設備には，電力保安通信設備を使用していない。 
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7. 所内電源設備に属す

る電路等 

（電気設備における感電，火災等の防止） 

第三節 保安原則 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならな

い。 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造

上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危

険のおそれがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が

発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措

置を講ずる場合は，この限りでない。 

２ 前項の場合にあっては，事故時に想定される異常電圧を考慮

し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能

は，事故時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険

のおそれがないものでなければならない。 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光

ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安

のために施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれが

ないように施設しなければならない。 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗

を増加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を

除く。）及び通常の使用状態において断線のおそれがないように

しなければならない。 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態において

その電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならな

い。 

所内電源設備は，接地し，また，充電部分に容易に接触できない設計とし，感電，火災そ

の他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

また，所内電源設備に属する電路の接続箇所等は，筐体内やアクリルカバー等により充電

部分に容易に接触できないよう施設する設計としている。 

所内電源設備に属する電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗

測定により確認している。 

所内電源設備に属する電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗

測定により確認している。 

メタルクラッド開閉装置，パワーセンタに使用している変成器は JEC-190，JEC-1201 の絶

縁耐力のものを使用し，事故時においても絶縁破壊による危険の恐れがない。 

所内電源設備に属する電路は，期待される使用状態において断線のおそれがない設計とす

る。 

所内電源設備に属する電路は，電線の接続箇所において電線の電気抵抗を増加させないよ

うネジ止め等により接続する設計とし，絶縁性能の低下及び期待される使用状態において

断線のおそれがない設計としている。 

所内電源設備に属する電路の熱的強度については，期待される使用状態において，その電

気機械器具に発生する熱に耐える設計としている。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これら

に類する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災の

おそれがないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離

して施設しなければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を

隔離した場合は，この限りでない。 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の

侵入等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件へ

の損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講

じなければならない。ただし，電路に係る部分にあっては，第５

条第１項の規定に定めるところによりこれを行わなければならな

い。 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大

地に通ずることができるようにしなければならない。 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧

器は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の

損傷，感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適

切な箇所に接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又

は構造によりやむを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所

における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電

気設備の損傷，感電又は火災のおそれがない場合は，この限りで

ない。 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，

特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の

適切な措置を講じなければならない。 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線

及び電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよ

う，過電流遮断器を施設しなければならない。 

ケーブルは該当しない。

所内電源設備に属する電路は，適切な接地を施している。 

所内電源設備に属する電路のうち，高圧用の遮断器は，その鉄台及び金属製外箱には，A

種接地工事を施す設計としている。 

高圧計器用変成器の 2 次側電路には D 種接地工事を施す設計としている。 

接地は電流が安全かつ確実に大地に通じることができるよう適切な接地工事を施す設計と

している。 

高圧電路と低圧電路とを結合する動力変圧器は，異常の予防及び保護対策のため，電気設

備の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，接地を施す設計としている。 

所内電源設備には，系統から雷サージを吸収するアレスタを設けている。 

所内電源設備から電力供給を行う各母線及び各補機には，過電流を検知できるよう保護継

電器を設置し，過電流を検出した場合は，自動的に遮断器を開放する設計としている。 



4
6
 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械

器具の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施

設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機

械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的

又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用施設（電路を高周波電流の伝送路として利用

するものに限る。以下のこの条において同じ。）は，他の高周波

利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないよ

うに施設しなければならない。 

第二章 電気の供給のための電気設備の施設 

第一節 感電，火災等の防止 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよ

う，使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを

使用しなければならない。ただし，通常予見される使用形態を考

慮し，感電のおそれがない場合は，この限りでない。 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発

電所には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である

旨を表示するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれが

ないように適切な措置を講じなければならない。 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作

用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれ

がない高さに施設しなければならない。 

２ 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなけれ

ばならない。 

所内電源設備に属する電路には，発電所の引出口及び他の者から供給を受ける受電点はな

い。  

所内電源設備に属する電路は，閉鎖構造（金属製の筐体），接地の実施などにより，電気

設備その他の機能に電気的又は磁気的な影響を与えない設計としている。 

所内電源設備に属する電路には，高周波利用施設は使用していない。 

所内電源設備に属する電路には，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示するとともに，取扱者以外

の者が容易に立ち入らないよう，発電所の周囲にはフェンス等を設ける設計としている。 

所内電源設備に属する電路には，架空電線及び架空電力保安通信線は使用していない。 

所内電源設備に属する電路には，支線は使用していない。 

原子力発電工作物に係る電気

設備の技術基準の解釈 30条 1

号に規定。 
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（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電

流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで

施設してはならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はそ

の他人の承諾を得た場合は，この限りでない。 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防

止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用

又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように

施設しなければならない。 

第二節 他の電線，他の工作物等への危険の防止 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近

し，若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，

他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接

触，断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがな

いように施設しなければならない。 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一

支持物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又

は高圧側の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な

措置を講じなければならない。 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧

の電気機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により

低圧側の電気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措

置を講じなければならない。 

所内電源設備に属する電路には，架空電線は使用していない。 

所内電源設備に属する電路には，電力保安通信設備は使用していない。 

所内電源設備に属する電路には，電力保安通信線は使用していない。 

所内電源設備に属する電路は，特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設していない。 

所内電源設備に属する電路には，特別高圧架空電線路は使用していない。 
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第三節 高圧ガス等による危険の防止 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁

ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開

閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設

しなければならない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十

分に耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達

する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を

自動的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒

性のないものであること。 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，か

つ，安全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧

力が著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える

材料及び構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当

該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機

能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであるこ

と。 

所内電源設備に属する電路には，ガス絶縁機器は使用していない。 

所内電源設備に属する電路には，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は使用

していない。 
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（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置

は，次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものである

こと。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場

合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，

又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放

出が安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

第五節 供給支障の防止 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に

は，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般

電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異

常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあって

は，非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこ

れを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 

２ 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するお

それがあり，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を

及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動

的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいし

は，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければな

らない。 

２ 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の

回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作

して達する速度に対し，耐えるものでなければならない。 

所内電源設備に属する電路には，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は

使用していない。 

所内電源設備に属する電路には，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池は使

用していない。 

所内電源設備に属する電路には，特別高圧の変圧器は使用していない。 

所内電源設備では該当しない。 

所内電源設備に属する電路には，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発

電機は使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 （平成九年通

商産業命令第五十一号）第十三条第二項 の規定は，蒸気タービ

ンに接続する発電機について準用する。

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物

件に損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が

必要となる発電所，又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい

支障を及ぼすおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のあ

る発電所であって，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する

者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない

ものは，施設してはならない。 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止で

きるよう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所には，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがな

い場合は，この限りでない。 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に

関する指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であ

って，一般電気事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防

ぎ，かつ，保安を確保するために必要なものの相互間には，電力

保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

２ 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損

なうおそれがないように施設しなければならない。 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は

反射板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を

施設する支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧

荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損なうおそれがないよう

に施設しなければならない。又はこれと同一の構内において常時

監視をしないものは，施設してはならない。 

所内電源設備に属する電路には，蒸気タービンは使用していない。 

所内電源設備では該当しない。 

所内電源設備では該当しない。 

所内電源設備に属する電路には，電力保安通信用電話設備を使用していない。 

所内電源設備に属する電路には，電力保安通信線は使用していない。 

所内電源設備に属する電路には，電力保安通信設備は使用していない。 
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1. 常用電源設備の改造，取替について

1.1 概要 

本資料は常用電源設備のうち，工事計画対象外設備の改造，取替について補足説明するものである。改造又は取替えを行う設備を表 1 に示す。 

表 1 改造又は取替え対象設備について 

対象設備 内容 理由 
技術基準規則 

関連条文 
備考 

発電機並列用 275kV 遮断器 

気中遮断器から 

ガス絶縁開閉装置へ

の取替え 

気中遮断器に比べ，重心が低く耐震性

の高いガス絶縁開閉装置を採用するた

め。 

45 条 － 

起動変圧器 2A受電用 275kV 遮断器 同上 同上 45 条 － 

起動変圧器 2B受電用 275kV 遮断器 同上 同上 45 条 － 

線路用 154kV 遮断器 同上 同上 45 条 － 

予備変圧器 移設・更新 

火災発生時に原子炉建屋へ影響を及ぼ

す恐れがあるため，原子炉建屋付属棟近

傍（西側）から 154kV 特別高圧開閉所へ

移設する。 

7 条 － 

154kV 送電鉄塔 移設 

275kV 送電線（東海原子力線）及び 154kV

送電線（村松線・原子力 1 号線）の近接

箇所において，仮に 1つの鉄塔が倒壊し

ても，すべての送電線が同時に機能喪失

しない水平距離を確保するため，154kV

原子力１号線送電鉄塔No.5を移設する。 

45 条 

東京電力パワーグリ

ッド株式会社による

改造（移設） 
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1. 常用電源設備の冷却能力等を踏まえた運転制限等の評価による，設備の健全性を維持するため

の電気出力上限について

1.1 評価方針 

東海第二発電所の電気設備については，発電機，主要変圧器の運転制限曲線をすべて満足す

る範囲内で発電機を運転することにより，電気設備の健全性が確保される。 

定格熱出力一定運転の実施により，電気出力（有効電力）が増加することから，有効電力が

増加する側について発電機の運転制限範囲及び電気出力の上限値を算出する。 

1.2 電源構成及び定数 

発電機で発生した電力は，主要変圧器を経由して送電線に電力を供給するルートと，所内変

圧器を経由して発電所の運転に必要な電力（所内電力）を供給するルートに分かれる。電源構

成を図 1 に示す。 

これらの電気設備の定数は以下のとおりである。 

・定格電気出力   ＰＬ= 1100.0  

・発電機定格容量   ＸＧ= 1300.0 MVA 

送電線へ

ＰＧ ＰＨ,  ＱＧ ＱＨ ＱＴ 

ＰＨ, ＱＨ 

主要変圧器 損失：ＱＴ

二次側

一次側

ＰＧ，ＱＧ 

所内変圧器

所内負荷へ
発電機

図 1 電源構成 

Ｇ

ＰＧ：発電機有効電力 

ＱＧ：発電機無効電力 

ＰＨ：所内有効電力 

ＱＨ：所内無効電力 

ＱＴ：主変圧器無効電力損失 
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・主要変圧器定格容量                                          ＸＴ= 1300.0 MVA 

・主要変圧器リアクタンス降下率（主要変圧器定格容量ベース）    ％ｑＴ= 13.96 ％ 

・所内率（定格電気出力ベース，所内変圧器による損失を含む）    ｒＨ= 3.0 ％ 

・所内力率（所内負荷設計値 0.85 を使用）                       cosθＨ= 0.85 

上記定数より,所内有効電力ＰＨ,所内無効電力ＱＨ,主要変圧器無効電力損失ＱＴを求めると

以下のとおりとなる。 

所内有効電力 P	 ൌ 		 P	 	ൈ 	r	 100 				 				ൌ 					33.0	MW	

所内無効電力 Q	 ൌ 	 ሺP	 		cos θ	 ሻ 		ൈ sinθ		 		ൌ 				20.5	MVar

主要変圧器無効電力損失 Q	 ൌ X	 ൈ %q 100 ൌ 		181.48	MVar

1.3 発電機（固定子コイル温度上昇限度）による運転制限 

発電機は,構成部品各部の温度上昇限度から決められる運転制限曲線を超えない事が運転条

件である。このうち,有効電力が増加する側については,固定子コイルの温度上昇限度より運転

制限範囲が決められる。運転制限範囲は以下の式で表される。

P	 		  Q 		 X      ………（１） 

よって,運転制限範囲を定める制限曲線は,以下のとおりとなる。 

P			 		  Q	 		 ൌ 1300. 0   ………（１）’ 

1.4 主要変圧器による発電機運転制限 

主要変圧器の定格容量は二次側の通過皮相電力にて定義されているため,二次側通過皮相電

力が主要変圧器定格容量を超えないことが運転条件である。図 1 に示すように,二次側の通過

皮相電力は，発電機出力から所内電力と主要変圧器の無効電力損失を差し引いたものであるの

で,運転条件を数式で表現すると, 

ሺP	 	 P	 ሻ	  ሺQ	 	 Q Q	 ሻ	 		 X  ………（２） 

となり,発電機の出力（ＰＧ，ＱＧ）はこの範囲内で運転する必要がある。 

よって，2.項で求めた，ＰＨ，ＱＨ，ＱＴより,運転制限範囲を定める制限曲線は,以下のとお

りとなる。 

ሺP	 	 33.0ሻ			  		 ሺQ	 	 201.98ሻ			 ൌ 		1300. 0	  ………（２）’

1.5 発電機,主要変圧器の制限による電気出力上限値の算出 

発電機の電気出力上限値は,発電機,主要変圧器による運転制限曲線それぞれの領域を満たす

有効電力ＰＧの最大値となる。 

発電機及び主要変圧器による運転制限曲線を図 2に示す。図 2より，曲線（１）’，（２）’

を満たしＰＧが最大となる点は,曲線（１）’の下端の点（ｂ点）となり,有効電力,無効電力,力

率は，以下のとおりとなる。 

ＰＧ（ｍａｘ）＝1300.0 MW 

ＱＧ（ｍａｘ）＝0 MVar 

力率   ＝1 
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よって,運転制限曲線によって定まる電気出力の上限値は,1300.0 MW（定格電気出力の

118.1 ％）,力率 1となる。 

 ：発電機固定子コイル温度上昇限度による運転制限曲線（曲線（１）’） 

 ：主要変圧器(1300.0MVA)による運転制限曲線（曲線（２）’） 

 ：発電機回転子コイル温度上昇限度による運転制限曲線 

 ：運転範囲 

ａ点 ：主要変圧器の出力制限点（1333.0 MVA，201.98 MVar） 

ｂ点 ：発電機の出力制限点（1300.0 MVA，0 MVar）【電気出力上限値】 

図 2 発電機・主要変圧器による運転制限曲線 
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1. 275kV 超高圧開閉所遮断器の三相短絡電流計算結果 

1.1 概要  

   本資料は，添付書類「Ⅴ-1-9-2-2 三相短絡容量計算書」における短絡容量の計算過程及び

線路用 275kV 遮断器と合わせて取替えを行う，工事計画対象外の 275kV 超高圧開閉所遮断器

を含めた定格遮断電流選定の妥当性について補足説明するものである。 

 

(1) 275kV 超高圧開閉所遮断器の定格遮断電流等について 

超高圧開閉所遮断器は以下の遮断器である。  

（工事計画対象遮断器） 

 ・線路用 275kV 遮断器（1 号） 

・線路用 275kV 遮断器（2 号） 

（工事計画対象外遮断器） 

・発電機並列用 275kV 遮断器 

・起動変圧器 2A 受電用 275kV 遮断器 

・起動変圧器 2B 受電用 275kV 遮断器 

  これらの遮断器について，定格遮断電流選定に至る三相短絡容量の計算過程等について以

下に示す。 
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a. インピーダンス 

(a) 東海第二発電所％インピーダンス（2026 年度末想定） 

東海第二発電所％インピーダンス(1)（2026 年度末想定）を図 1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 東海第二発電所％インピーダンス(1)（2026 年度末想定）

Ｇ

21622.7 MVA 
j4.625（＝1000/21622.7×100） 

東京電力パワーグリッド株式会社 
那珂変電所 275kV 母線 

j6.452 
ACSR 810 mm2×2 

東海第二発電所 275kV 母線 

主要変圧器 
j10.738 

発電機 
j18.846 

インピーダンス単位：％ 
基準MVA      ：1000 MVA 

送電系統（東京電力パワーグリッド株式会社管内） 

計算対象遮断器 

① 線路用275kV遮断器（1号） 

② 線路用275kV遮断器（2号） 

③ 発電機並列用275kV遮断器 

④ 起動変圧器2A受電用275kV遮断器 

⑤ 起動変圧器2B受電用275kV遮断器 

東
海
原
子
力
線
２
Ｌ 

東
海
原
子
力
線
１
Ｌ 

起動変圧器2A
j537.200 

起動変圧器2B 
j537.200 

④ ③ ⑤ 

① ② 

j6.452 
ACSR 810 mm2×2 
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(b) 東海第二発電所超高圧開閉所各遮断器における％インピーダンスの計算 

 東海第二発電所％インピーダンスを「(a) 東海第二発電所％インピーダンス（2026 年

度末想定）」に示した諸元より，以下のとおり計算する。 

 

 東海原子力線を含めた送電系統側 2 回線分の％インピーダンスは，送電系統と東海原

子力線 1L,2L の％インピーダンスを合成し，以下の計算から j7.851 となる。 

452.6
1

452.6
1

1
625.4

ｊｊ

ｊ 851.7ｊ  

      上記の東海原子力線を含めた送電系統側 2回線分の合成％インピーダンスから，送電

系統側 1 回線分の％インピーダンスを算出すると，以下の通り j15.702 となる。 

702.152851.7 ｊｊ  

 

発電機並列用 275kV 遮断器の所内側％インピーダンスは，発電機及び主要変圧器の％ 

インピーダンスを合成し，以下の計算から j29.584 となる。 

584.29846.18738.10 ｊｊｊ  

 

超高圧開閉所各遮断器における％インピーダンスは以下の通り。 

線路用 275kV 遮断器(1号)又は(2 号)（図 1-1 ①，②の遮断器）における％インピー

ダンスは，送電系統側 1回線，発電機，主要変圧器，起動変圧器 2A及び起動変圧器 2B

の％インピーダンスを合成し，以下の計算から j9.880 となる。 

702.15

1

584.29

1

200.537

1

200.537

1
1

ｊｊｊｊ

880.9ｊ≒  

 

発電機並列用 275kV 遮断器（図 1-1 ③の遮断器）における％インピーダンスは，送

電系統側 2回線，起動変圧器 2A 及び起動変圧器 2B の％インピーダンスを合成し，以

下の計算から j7.628 となる。 

200.537

1

200.537

1

851.7

1
1

ｊｊｊ

628.7ｊ≒  

 

起動変圧器 2A受電用 275kV 遮断器又は起動変圧器 2B 受電用 275kV 遮断器（図 1-1 

④，⑤の遮断器）における％インピーダンスは，送電系統側 2 回線，発電機，主要変圧

器及び起動変圧器 1台の％インピーダンスを合成し，以下の計算から j6.133 となる。 

200.537

1

584.29

1

851.7

1
1

ｊｊｊ

133.6ｊ≒   
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b. 計算結果 

「a.(b) 東海第二発電所％インピーダンスの計算」から，東海第二発電所％インピー

ダンス(2)を図 1-2 に，遮断器短絡電流計算結果を表 1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 東海第二発電所％インピーダンス(2) 

 

 

 

Ｇ

東京電力パワーグリッド株式会社 
那珂変電所 275kV 母線 

j9.880 

東海第二発電所 275kV 母線 

主要変圧器 

発電機 

インピーダンス単位：％ 
基準MVA      ：1000 MVA 
故障点      ： 

送電系統（東京電力パワーグリッド株式会社管内） 

j15.702 j15.702 

j9.880 

東
海
原
子
力
線
２
Ｌ 

東
海
原
子
力
線
１
Ｌ 

起動変圧器2A 起動変圧器2B 

j7.628 

j29.584 

j6.133 

j537.200

j6.133 

j537.200 
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表 1-1 遮断器短絡電流計算結果 

No. 
遮断器 

設置場所 

％Z 

（1000 MVA 

ベース(％)） 

短絡容量 

100/％Z 

×1000(MVA) 

短絡電流

(kA) 

設置遮断器 

定格遮断電流

(kA) 

設置遮断器 

定格遮断電流

選定理由 

① 
線路用 275kV 

遮断器（1号） 
9.880 10121.5 21.3 50 

275kV ガス遮

断器の定格遮

断電流 50kA

を選定する。

② 
線路用 275kV 

遮断器（2号） 
9.880 10121.5 21.3 50 

275kV ガス遮

断器の定格遮

断電流 50kA

を選定する。

③ 
発電機並列用 275kV

遮断器 
7.628 13109.6 27.6 50 

275kV ガス遮

断器の定格遮

断電流 50kA

を選定する。

④ 
起動変圧器 2A 

受電用 275kV遮断器
6.133 16305.3 34.3 50 

275kV ガス遮

断器の定格遮

断電流 50kA

を選定する。

⑤ 
起動変圧器 2B 

受電用 275kV遮断器
6.133 16305.3 34.3 50 

275kV ガス遮

断器の定格遮

断電流 50kA

を選定する。
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(2) 東海原子力線 1L 及び東海原子力線 2Lの％インピーダンスについて 

東海原子力線 1L 及び東海原子力線 2L の％インピーダンスは，電線サイズ，条数等から決

定される単位長（km）あたりの％インピーダンスをもとに，送電線の亘長から算出する。各

送電線の諸元からの算出結果を表 1-2 に示す。 

 

表 1-2 東海原子力線 1L及び東海原子力線 2L の％インピーダンス 

送電線種 
電線サイズ

（mm2） 
条数 

％インピーダンス 

（％/km） 

亘長 

（km） 

％インピーダンス 

（％） 

ACSR 

（鋼心アルミより

線） 

810 2 j0.39033 16.53 j6.452 
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2. 275kV 系統設備の既工認との比較 

2.1 概要  

  添付書類「Ⅴ-1-9-2-2 三相短絡容量計算書」に用いる各設備の％インピーダンスは，既工

事計画書（昭和 49 年 6 月 17 日付け建建発第 30 号工事計画認可申請書）の三相短絡容量計算

書と異なる値を用いている。本資料は，計算に用いている％インピーダンスが既工事計画書と

異なる理由について補足説明するものである。 

   

2.2 275kV 系統設備の既工認との比較 

  既工事計画書の三相短絡容量計算書にて計算に用いられている％インピーダンスは，送電系

統，主要変圧器，発電機である。それらの設備について，既工事計画書記載の値，今回計算に

用いる値及びその異なる理由について表 2-1 に示す。 

 

表 2-1  275kV 系統設備の既工認との比較 

No. 対象設備 
既工事計画書記載の

％ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(％) 

今回の計算に用いる 

％ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(％) 
異なる理由 

1 送電系統 23.115＊1 7.851＊2 

1976 年 4月から 2026 年度末までの，

東海第二発電所からの上流にある東京

電力パワーグリッド㈱管内系統設備の

追設，改造(計画含む)を反映したた

め。 

2 主要変圧器 11.65＊1 10.738＊2 

主要変圧器の取替（平成 23 年 11 月 4

日付け発室発第 298 号工事計画届出

書）を反映したため。 

3 発電機 26.95＊1 18.846＊2 

既工認においては，％過渡リアクタン

ス Xd'を用いたが，今回の計算では短

絡電流の値が保守的となる％初期過渡

リアクタンス Xd”を用いたため。 

注記 ＊1：昭和 51年(1976 年)4 月受電時想定値 

＊2：平成 29 年度(2017 年度)供給計画の平成 38年度末(2026 年度末)想定値 




